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は じ め に

芸北 ニュータウン芸設事業の うら ,日2E:住宅公面による琵莞地区は ,いよい

よ本格的な造成工事に着手す る運び とTiりましたo

港北 二 二一タウン霞設研究会は ,新 しい王らづ くりの過程 で予想 され る覆 々

の問責点や ,土地区画整空事菜後の権利者の誓茂の生痘対応策について ,麹庵

書の皆様が新 しいまらづ くりを自らの問窪 として考える7こめに遭崩 され乏しfこ｡
i

その メノバ-は ,廷和音の中か ら推せんされた万を始め ,北農塩 ,援兵市 .

白本庄宅公Eiiの琵真が病人の箕格で参加す るとい う形で構成さmてお ります｡

研究会の癌動状況については ,逐次 "毒北 二ニータウノ' ニュースでお33]ら

iTして きまLl=が ,昭和 47年茸においては ,｢土地区画整撃後の土地利用 ｣

｢不動産 とその定言｣｢毒北 ニ ュータウンと竹 ｣について讃空所究を進め ,こ

れ らを韓告書 としてまとめ上げ て横浜市港北 ニュータウン開発対策協議会に再

告 して参 り乏しf=o

昭和 48年篭においては

○人口計画 と土地利用 (第 1部会 )

oEj照等箆等 要綱 と空襲 基準条例 (票 2部会 )

○工雪男間中の生I舌対策 (第 3き5会 )

○農的土地利用 (票 4部会 )

o墨教示の宗吾 (票 5罰会 )

の 5つの研究諜琶呑設定 し ,笥会 を設置 して唐莞rt=研究討議を≡花てきまLrこO

こZ)毒告書は ,こrJよ う/-3'研究成美 今美大或 LTこものです｡

今後は .二の扇矢 玉宗 を美声rヒ丁 るここのに ,壱浜市毒;'ヒこ こ-タウン岩男罪

責竃議会を白心 にこ討議いr=;=き ,==t=藁の主 意対 応策 Z)一劫 として意ノ笥してい

J=./=J;jl三･二ち;三 重 い て 丁 ｡

売 渡 ･こ ,ここ肩TT=_モミ,=の る;こ5)た つ ,謁至 覇王ノ支こて霜票 こ̀莞つってこらT.

'=至 芸 ,D=;=責のご玉}7 に下 し 深 く雪諸■I､r: 'ノ三丁｡
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第 1部 会

人 口計 画 と土地 利 用 計 画 書
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1 ま え が き

毒北 ニュータウンは ｢言十画的なまちづくり｣とい うことを自薦としているO

即 ち"計画的な王らづくゲ' とは ,(1)長好/i環境 と (2)便利Ti都市機能を誇 っ

たまちづくりが目凄であると云 える｡

その積ri2つのE譲が ,担保されろ[=めの董卓的な条件としては計画的に弱

発され る区域に入 る人 口と土地利用の問題であると考えるO

得 に ,人口問題 に関 しては計画的な王らづくりの重要Tiポイ/ 卜であ り ,計

画当初に定めた計画人口で公共公益施設量及び配置などを計画し ,例えば道路

の配置 ,巾員 ,下水道 ,上水道の菅径 ,その他電気 ･ガス ･電話等 ,全ての施

設を計画人口に合せて設定 してい るO

然 し ,この計画人口も ,あくまで壷々の仮定条件にもとすき推計さT'Lにもの

であ り ,この通 り実現されるとい う保証は何 もない｡窺在 "都市計画"季考え

るに当って ,一番重要な人口問屠 ,即ちある開莞計画について人口を何人にす

るかとい うことは ,覆々の仮定条件に もとすいて推計出来るが ,その計画人口

をその計画の範霊内にblさめる万圧については ,残念なが ら環在 .た毎的に も,

方法論的に も何 も決め手がないといってよい ｡ しか しTiか ら決め手がないとい

って も全然可誰箆か/まい訳ではなく ,例えば大枠 としては ,土地利用に弱 して ,

琵善巧 に用途地域制や茎葉韻定の標/言手荒を后荒 し ,芸在の為彊音が土塊の分

割面讃 ,是禁物の高さ ,土地の利屑 ,敷地の緑化等を塩志 し ,かつ ,そn を伝

票する壕にす=1ぱ計画人口が萱 に計画に終 ること'ごく ,売買壁の3)るものとTご

り ,必然野 に良好な実額 ,厘利な都市耗話が道深さTlることとTitろう｡計画朽

葉莞脅巨頭とす る惹北二二-タウノにおいては ,以下に述へ る前責条芹に 5-i

ず善言†亘人口及,i(高遠麹或の一案 章票定 LT=が .こD芙芸には ,箆 に人口を_ii-

画人⊂円に誰等丁ろことが ,符栗の王らづくりだ茎雇とTi-ら ,⊆ ふ 三･一､ 三 三づ

くり今杓完了ろものとTごろっ



2 前 提 条 件

2-1 面 福 (公団事業計画書による )

第1地区 (ha) 零2地区 (ha) 合 計 (ha)

民 有 適 218.4 312.5 530,9

公 E日 用 地 103.3 134.0 237.3

公益施設用地 73.6 95.3 168.9

公 共 馬 車 151.4 227.0 378.4 %

2-2 計画人 Cj

鴛 1 地 区 窮 2 地 区 合 計

(10,360声 ) (14.430戸 ) ( 24.790戸 )

公 団 用 地 47,100人 65,600人 112.700人
(12,280戸 ) (17.150戸 ) ( 29.430戸 )

公益施設用 地 1.400人 1,BOO人 3,ZOO人
( 380戸 ) ( 480芦 ) ( 860戸 )

公 共 肩 麹

合 言十 92.000人 128,000人 220,000人
(23.020戸 ) (32,060戸 ) ( 55,080芦 )

宅 公領J罵_ihは公朽葉合∈宅地 と宅地分議飽~台合irl;ものである.

'J'こ .,.- 鳶二 三:,,_
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3 土地利用形態と人口推計

5- 1 土 地 利 用 形 告 と人 口 推 計 の 原 単 位

票 1地区 ,第 2地区 共通

面頭は換地後面頭 即 ち整軍前×065

層 別 原 単 位

在 来 農 家 専業農家と章1置芳美農家の第 1,君2塵区合計でJ約 700戸 を票 1,第 2地区に
4:6のLt.率で配分O

戸当り用麹面賛 660nl.(200坪 )
戸当 り世帯人口 5,8人 (S.45年 国勢語査 )

･寺鏡 .神社 第 1地区 8ヶ所 第 2地区 8ヶ所合計 16ヶ所の寺院 .神社
1ヶ所戸当り世常人ロ 5_8人 (在宋農家に準ず る )

墓 地 数値は寧薫計画書のとお り

工 場 票 1地区 23ヶ所 貫2漁区 13ヶ所 合計 36ヶ所

全地区の敷地面頭 2.4ha(整空前 )
箇所敦比で票 1,票2地区に髭分

雲量悪霊 三二70E…)整軍後

戸当り世帯人口 ､4.2人

高 殺 庄 宅 Aの5%の用地 (注を参照 )戸当り局鬼面領 500nl'(約 150坪 )
戸当り世帯人口 4_2人

鑑 層 Aの 5%の用地 (注を参照 )戸当り馬鹿面頭 75ITl.(約 22年 )
共 同 匡宅 戸当り世蕎人口 2_8人 (虜浜市の人口 S.iI7年より )

青葉台の救地面百事が 4%護で3)ろので巷北二1-タウンでは 5%とLT二〇 (人
ロ定着の可託藍に謁する研究より )

小農串宅地拝 ≡≧ Aの 5%の用地 (迄を参照 )平萄敷地面責 70nl/戸 (約 20年 )
戸当り生育人口 4_2人

- 殻 rL=宅 Aの 70%の馬連 (岩を参照 )戸当り用地面讃 260 爪●(80年 )
戸当り世帯人口 ヰ_2人

高菜 .芸零 局盤面頭壁 ;票 1麹区 6.5ha 筆2麹区 9_8ha

(二二-タウンセンタ- ,箭前 セ ンタ-,近桑センター全捧 )
人ロ密度 300人/ha

施 設 馬 油 戸当り世薦人Ej 3_8人
喧 ゲタ r̂土とTfる罰今 ,二二一タウンセンタ-は .その面頭の50%

その他のセ ンター.紘 ,その面零の 60%

芸誓 施莞 Jl 墓讐 画霜 誘 く即 製区 6ヶ所 ,第2躯 7号所)人口q人

〒貫層 美=-75三 言 宅 飽 人こ雷覆 600人/ha l青票手の電力面要事 .'よ , lLLr9%である.か ら毒=t,ニューテクノでは 雪男 ,芸零j5! 要撃 違憲欠=T'1537㌢iJT=つ(人絹 を珂 蒜釦 射 ろ研究よ り '



鍵 母数 Aの或明

A-民有地-(1+ 2+ 3+ 4十 6の2+8)

Aの面頭

等 l地区 1882ha

第 2麹区 2721ha

△ 1 4603haE= 古r



3-2 面積と人口推計

5- 2- 1 民 有 鞄 の 土 鞄 利 用 彩 香 と人 口謹 言十

覆 別 第 1 麹 区 雫 2 地 区 ∠ゝ 三⊥⊂コ 古l
面 膏 人 ロ 戸 数 面 琵 人 口 戸 数 面 頭 人 口 戸 数

在 来 農 家 ba 人 ⊂コ hと1 人 声 ha 人 声18_5 1.620 280 27.7 2,440 420 46.2 4,060 700

寺 屍 .神 社 3_1 50 8 3.3 50 8 6.4 100 1∩

立 地 0_6 0.6 I_2

工 湯 1_0 110 27 0.7 50 10 1_7 170 40

( 小 計 ) 23_2 1,780 320 32.3 2.550 440 55.5 4,330 760

芹将軍二■■｢コ地 高級住宅地 9ー4 800 190 13_3 1.130 270 22_7 1.930 460

監 層 共 南信: 字 Btl 9ー4 3.500 i.250 13.3 4,960 7.770 22.7 8.460 3.020

小義侯等飽庄 宅 地 9.4 3 .950 940 13.3 5.590l l.330 22.7 9,540 2 ,270

一般住宅地 131.8 21,290 5,070 186.6 30.160 7,180 318.4 51.450 12,250

(ノ｣､ 計 ) 160_0 29.540 7,450 226.5 41..840 10,550 386..5 71.380 18.000

中共言同伺庄層宅 面 責 葉 番施 設 用 地 6_5 1.950 510 9.8 2.940 770 16.3 4.890 1.280

そ の 他 21_7 13.020 3.430 30,2 18.120 4,770 51_9 31, 140 8,200

(小 計 ) 28 .2 14.970 3.940 40.0 21.060 5,540 68_2 36,030 _9.480

公益的施設用 地 1ー2 1.9 3_1

芽 庄 居 高 地 5ー8 ll.8 17_6

( 合 計 ) 218_4 46,290 ll.710 312_5 65,450 16.530 530.9 111.740 28.240

I ､= -



a-2- 2 公 団用 地の 土地 利 覇形 撃 と人 口推 計

面壱 ･人 口 と も事 業計 画書 どお り/tす る0

5-2- 5 公 Eil施行 区 域全 域 の人 口謹 言†

第 1 地 区 第 2 地 区 △ 訂⊂コ

民 有 地 46,290 6う.450 111.740

公 的 集 合 42,100 6〔).800 102,900で

公 団 分 讃 5.000 4,800 9.800

公◆益的 施設 1,400 1.800 3.200

公 共 施 設J 0 0 0

頓 公的集合は公団住宅 ･市営庄宅 ･県営庄宅 ･公社等の総称で3)ろO

-7-



4 新用途地域と人口計画

用途地域設定の基準

1 第 2覆庄居専用地蔵

公的集合住宅地 ･学校用地を主体 としているo

面積は ,事業計画書の集合住宅用地 ･学校用地の面胃によるO

但 し ,一部住居地域にかかるところは住居地域に貫入 しているO

(この部分は図面実測による )

又 ,民有地 Z)一部で ,交通量 10,000台 1Ej以上予想され る道路沿い両側-

宅地分を第 2覆住専に配分 した ものがある｡

これは ,主''C一般店舗 ･サ- ヒス業の併用住宅絹地を想定 したものである0

2 住居地域

住居地域は ,都市計画道路沿いで道路の中心線か ら両側-宅地分 とした｡

面積は ,図面実測による0

3 近隣商業地域 ･商業地域

事業計画図書に設定 されてい る面積 によるO

-8-



4 - 1 月遠地一哀別 面講
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A- 2 岸途地域 と土鞄 利用形蓉

各土地利用形態の用途地域は以下の通 りである｡

o
g

こ

し
.
'一
;]ト
三
'･7/
77L二
三

l
憲
r
二

I
Y

.り
J
q

宗

.m
U
.ヨ
t
TTrEi'(;J‥JJO
W

嘩

N

.LJ
3
1

0

始

要

や

(

鞘

Y.3

-
FL･還ijy
窒
I

)
辞
…U
LLr茎

GOtjL普
!･fJ糞
JJ.bコ
鮮

二
重

J
H
itrfjit/)
T･(
二
二

lq
=
工

学

-

(
I.
!l

#Hi _0

#苦 0 0 i) /

戟遷塗i ･ 0-0 l ∴

挺也 ∴ ∴ 00 0

静班童ぐJ蘇 十 m )l ∴

苛.≒･;≡A 000 0000 0 0 0 0

貴会 J嶺 亡 妻 喜 云 一章 誉 善 書 雪 善 書Li: = ｢≡; 1≡⊇ ｢≡ ; 三ヨ壬, ≡ .vV 昔 .W .-繁 昌 ≡ 壷 ≡ - 1- ｣..-← 一一音 義 璽 〒

毒 - .= 空 讃 芸 選メ_ J 一. _ 芸 空 重 議

僧 1 半 速 墨 壷 芸 志 冨 … 芸 だ El - . 鞘 毒繋 げ三 石= 幕 →

七 -1? 腐 :- 項 ! ÷ 当 ÷ <3 -垂 煮 ノJ ノI 二.ニ ノ'



4- 5 月 途地域別人口琵計 と計 画人 口
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昏逗# 蒜 巳茎< < SCヽN t=Aトdê ⊂⊃こ1･jく｣⊃′ ⊂〉⊂⊃くqefl SJLNrd) ⊂⊃票.二-J I Z 喜Nrl ≡cIIJt ⊂〉Cヽ也en-ド.l=-r呈__&< <cLnCO宮 -tjo士 写1㌢･二0 C⊂⊃亡▼1｢､ C⊂)でリオ =ヽCt∫つく8 I 】 l 巨(ここ S⊂)士 享GlIここ

響A 班弓 ,.N# 志dE 慧 至芸 - 也 追 芯､一口
raロ 給 =J袈



5あ と か ざ

以上推計 した人口及び用途地域はニュータウンが将宋適正な土地利用 と良好

な環境を保有することを目的として ,覆々の協定や制約条件を仮定 しなか ら績

み上げ られた結果であ り,将来 ,ニ ュータウノが快適で庄み易い環境を保有す

るための基本的な条件で3)ると思わTtる｡そTl.敬 ,将来のニュータウノの環貨

を保証するためには ,次の様なこと'LEついて地元庄民の協力が必要であるO

(1) 民有地の一戸当 t)の分譲面責の狭小化の防止o

(2) 環境 ･適正ri土地利用を保証す るために ,人口臨定 (民有地を分譲す る

時の宅地の一区画当りの面積に関す る協定 )及び是築協定等の締結O

(3) 民有地の市民慶先分譲O

- つ-
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1 ま え か き

この部会の作業の目印は ,｢人口計画と土地利用計画｣で算定 LT二人ロか .崖

築基準法 ,違築墨筆条例 ,日照等籍導要絹等 を適用 しf=場合 ,果 して妥当で5)

るかどうかについて ,先のレポー トで述-f:原基位に基づいて .個 々の置物に

ついてケーススタディ専行liい ,一定面房の敷地に何戸 .何人収容出来るかに

ついて検討す ることで5)るO (但 し ,一定の面積の敷地 といって も ,置物によ

っては敷地が中途半端′こなる場合 も5)るので ,ケーススタティの想定敷地面積

は ,街区単位で行riっていろC )作業に当って ,設計図上の各宅地に産物 を標

定 して全てについて検討す ることが最善で3)ろうが .ここでは漂準的ri敷地の

形状 ,方位について検討することとしたので ,実際には ,検討結果より多く収

容出来た り .少 くしか収容出来ない場合 も3)ると思われるが ,全休としては .

｢人口計画 と土地利用計画 ｣(第 1部会 )においてとり上げた原学位:を満足 し

ているものと思 う｡

＼
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2 前 提 条 件

2- 1 住宅型式の分類

作業上 .住宅を建て方のタイプ別 (例えば ,独立 .共同の別 ,専用 ･併用の

別 ,低層 .高層の別 )敷地条件 (用途地域 ,方位等 )別に以下の様に分榎 して

作業を行った0

1 独立住宅
i

1 1 住居専用独立住宅-票 1蓬住居専用地域

1･2 店蕪併用独立住宅～第 2在住居専用地域 (幹線街路沿いであ り.都市計

画道路以外で交通量が 10.000台/日以上の もの )

113 店舗併用独立住宅-住居地域 (都市計画道路沿い )

2 低層共同住宅

2･1 住居専用共同住宅～第 1蓬住居専用地域

2･2 店鏡併用共同住宅-第 2覆住居専用地域

(幹線街路沿いであ り.都市計画道路以外で交通量

が 10,000台/日以上の もの )

2･3 店窺併用共同住宅-住居地域 (都市計画道路沿い )

3 中高層共同住宅

311 住居専用共同住宅 (田地 )-第 2覆住居専用地域

312 店舗併用共同住宅 (近隣センター )～票 2覆住居専用地域

3･3 店寓併用共同住宅～第 2覆住居専用地域 (幹線街路沿いであ り,都市計

画道路以外で交通量が 10000台/日以上の もの )

314 店鋸併用共同臣宅-住居地域 (都市計画道路沿い )

3･5 店袋併用共同∈宅～近県商業地或

3･6 G:居等馬共同F=宅-近隣高芸地域

3･7 店駕併局共肩在宅-商業地或

3･8 星置専属宍亮庄宅-商業地域

-15-



｢

2-2 穀地の形 乱 方位の分慧

くAタイプ> <Bタイプ> くCタイプ>

｣
一コ
一｢

｣l∪ lL

敷地形状 については ,現在の設計図か ら典型的そ ものを選 び ,方位 との蓮合

せで 7タイプとりあげ[=｡

A及びBタイプは票 1覆E彦専用地域で ,独 立空軍 と底層共同住宅の敷地 と

したcc及びDタイプは票 2琶荘意等用地或及 び巨富麹まで牟涛這箆沿いの笹

正圧等 ,低層共同還宅 ,中高層共同庄宅 (但 し全 て店宗併鳥昆意 )の散逸 とし

たoE及びFタイプは近笹で ンタ一における,E慧芹高空等の中高層共同∈宅の

敷地 とした｡Gタイプは商業地域 及び近琴商業地或で〒高層共同∈宅の敷地 と

LT:⊃

75:=C 1 ･そTLぞT7Uの薮尭条件はG)敷麹の言蟹圭はい っさい考 えず平萱 J>,-敢為 こ

しT二｡e形状 につ､,･ては一殻打た もか7)み責記 Z)5TI豪 とLTこ｡(三万 正は教卦 こ

直角万同のみJr羨責 LT=J

-1L6-



2- 5 法規制のチェック (霞築基準法 ,同施行令 ,同施行義則 ,楚築基準条例 ,

日照等存重 要縄等 - この乍 -ススタデ ィでは横浜市市街地環境設計利

尻は考慮 し7tかっT二〇 )

1 第 1覆住居専用地域～定ぺい率40% ,'容積率eX)形 ,絶対高 さ10M ,北側斜

繰 5-班+016/1-6) (第 1覆高度地区 )日照時間4

時間 ,道路斜線 125a

2 第 2還住居専用地域 -蔓ぺい率60% ,容覆率 200% ,絶対高 さ15M.,北側

斜線 75M+06/ トー⑤ (第 2種高度地区 ヂ日照時

間 3時間 ,道路斜線 125a

3 住 居 地 域 ～覆ぺい率e0% ,容積率 200 % ,絶対高さ20M ,北

側斜線 10M+06/トQ (第 3遷高度地区 )日照

時間 3時間 .道路斜線 125a

4 近 隣 商 業 地 域 -建ぺい率83% ,容積率 400 % ,絶対高 さ2DM ,北

側斜線 10か1+06/ ト ① (第3覆高度地区 )日照時

間 3時間 ,道路斜線 15a ,住居的施設の容積制限

200%まで

5 商 業 地 ･域 -建ベレ率83% ,容積率 600% ,絶対高 さ31M (贋 4

荏高度地区 )日照時間 2時間 .道路斜繰 15a ,住

居的施設の容積制限 150%まで

〔三 〕

絶対高さ 等墨の部分については ,琶案面啓の絹までの平面啓で高さ12皿以内

であれば ,鮒 高さを越 えて穿てられ る｡但し,北風斜線 ,道路斜簾

については対象とTLろQ

日照時間 とり万は ,正午 を中心として前後で必要時間を確戻しrこ｡

4琴闇 Ej照時間 午前10時 ～ 午後2時

3時間E照時間 午前10時30分 ～ 午凌 1時30分

2時間E;無碍闇 午前11時 ～ 午後 1賢

-17-
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考え方 (例えば 4時間Ei照)

置 物

＼午前10時から2時 まで

日髪 とrfろ部分

薪諒の部分を避ければ .午前10時から

2等 まで連続 4時間 日照が得 られろ｡

B影は敷地円に納めろものとす る｡

5hl-05/i T三}1-I)占/l_

- ユ 3 -

lo泌-O5/i



Eiiiii-

＼＼ ＼＼ ＼＼ ＼＼ ＼＼ くく

E!?ド..Lb 瓜くU,Pd † 瓜<99LEI■CT lR<t=L=LLl召ヽ ln<甲 や√ごヽ En-<LD IJ3

-くcO くEZ) <03 -く く'【.○ <

トiミミ )Cd 亡ヾ> >蒜 > >斗誓

忘 < <rn宗 一一ミ?I ●∈{ i瓜O rE rn 瓜A

～＼LtIL9 LD＼｢ ＼､亡土Lr l一〇＼ccくり⊂○ t■＼C○くカcO ＼4=

'Eくつ≦.=-≡～ ●∈03%LOtj ●∈ら t:千らco～ ･ ∈ゝ̀由 冒cOら〇､一

t=) 一書 cE)£ - 弐 くく)くつ～

く ⊂コ くつ .≡ くつ

卓也 St込1-∃∋ ゴ転11≦ヨ ゴ Sヽ二;∋ 3f凶 貰凶

董卓 二g==一■ 毒至 董卓 専守卓 寺号卓亨卓 音さ 手車 茅を弓

聖霊等蔓蒜 望冨 禦撞毒舌 S* 揺lEg'a 韓13!遷S=忘

遷

一諒罷 忌蛋 宗呈買

#土 鮮こ 半 # ザ± ･F

毒 }ilei 4-i重 義ち 書-3 ｣も-i

卓も << くく くく くく ＼＼ .̀くく

敬老帝E=rn-く lR<干G'ドl′) 皿くGI〔ト LLl ･■革まト lrI 瓜<clG1トLLl En<? cR卜 ■∫一.~1■~ 瓜<?Ql_亡LILLlM■一

･Er く く く -く -< く

く ＼ ＼ ＼ ＼ ＼

≧芸-< く く ＼く < < く

JS!卓上ト ●_ .-三五●芸i握葛 -ミ置 ≦oi重宝tDa 占 -三毛 買̀L3し毒 ○ ･岩石'≡ol毒O

≧諾lR ･､ tL,-3 N dヨ昌 LJ2.53+ 訂 壷.: : 壷衰 ～ 七十 i+{ 重要 刊

i.; くつゝ ⊂〉= くつ冒 く=)S (=〉冒tj⊃ 冒也

橿#守 ⊂〉qElら〇〇 'EZく=)ゝ.i 一∈慕＼ cO＼ 一等:つく:ら＼こ l盲こ)＼＼壬lE <･暑 く=〉ヽ皇cJe.≡ J⊂=It豊O.i ⊃ヽ盲豊e ELe

I,T7≡; 軍芸盟 LD三言- 托 L9芸一一ill a-.葦

辛ト≡'≡I ー■∈-- -3ヨ¶NER (/EJ 言-m eq瓜 _七JL=T珊 糾瓜 (■≡-1.3荊 N旺 二､.3JTl～ln ^ '-I-.It岩4TTtTq岨

蛋 - - -

考ヽ要言 イ■ - 0 O

岩也 St凶三i1 ゴ'ヨ 35と11ヨ 当聖1-ヨ 主星凶 Bf也

一■一男 裏書懲虐' ◆~1三ヨ ･.1∃ ･- ･一∋寺号 蔓車型埠 q=:一｢主旨Qg輯 書芸一 喝 実戦繕 葺き締

･省5i==一 上山芸ヨ -■■ ⊥山喜 野 .皇 道 正⊇ミヨ LEH喜

忘窟 荒島 溢諒 !違蛋 岩ミ蒜 t=S

19

.A

.

=rJ

7
1

TI4

'

(

㈱

叫

-

)
畔

盟

Y
,l
&
y
y

I

J
L

i

-

巾

),

.小

6

K

Y
:
-

/
I

i.



｢

< < /
E) E3 〔

cyl cT10

71- N Cl
> > ＼

! ～

< < /
< < I

rJ ･.･･1 -

- 亡､J T

> > ＼

耕

.=二

重

J
r
璽

P.T
T1

7付
･,

rL
J

7
.t

ニ
一対

Y
･
E
]

†
,i

(,
y

r

-
[
',
,;

-･
7

蛍当野望#C=瓜< 壷cSg要 壷051)トー.q∵一ヽ 重さ01,1 .i-≦ごりIle胃 毒≦_■ 壷≦d cJく3.7
重き._ { 垂≧tJ3F-ごヽ上 違≧g岳 重きC1ぐヾ

亡く_罰ヽー>旺く < < < く -く -く < < く く
>q<=〉 .Tl> くX)≒ 十)⊂: >cOc> O=Tl)1)票 十一≧ 亡べ>(⊃ )､= >一=

杏ト巨＼珊 岳＼ ) a＼ ∈⊂〉＼瓜 -宇島＼ 岳＼ 這…望℡ lsa＼瓜 'E岳＼HL i .＼En cE)＼(A穀粒rR ER富男 旺 旺 凪 孟 葛

% }ij caa ＼ ＼ F,★＼二 C1> 宗＼ 冒tココ ＼ し 票＼ ＼

St蔓#曽＼j監-早冒 く:Oち ■∈也慕や 冒LZ)ち亡=〉 冒% 'とち 亡̀ち (=〉ち -S;eO≦= くつミ=ヽ ち

壬檀'≦ヨi; ■∈く=) '盲18 慕 -i CE} '∈ l己

雪ト音言 O ri: 二ゝ く⊃U (≡ IO U くつ

35凶責葦 '三要望1卓雪雲昌塑垣言責千.～蛋蛋 岩也責ヨ雷三･禦堵表55･N =q富'G せせ雪_3冨 &.雫等ー昌運N N鎧蒜 空転1要卓 ゴ凶∃ ゴ3:責苛 35改頁∃ ._34<511∃ :ぎ凶∃

三十3,匂TRTT達 竜巻'S 鞘萄p曙 輯賀I-鰭 雪嶺繕 壱卓経

僧智 冒.:ヨー 礼 ･玉 ■-lag 強要 戦蓋

j=韓 OJNも 蒜 土 富ET1.,,.>鎧 鑑1..qt芸 宅芸 1号一芸

トJへ ザ= l#へ出･ヽ苧■三三有害度Ji;a l=甲もここ.ヽEi.主富:蛋1与だ⊇ ザ 少とLー■1JJj ザ=■工 #=JLLi サこ ザここザ .37璽士 蛋i ミ 手辛 15三 上 喜一禦

9

=

1
7
RTnf
Fy
頚

l

FJ
T



rlll,

21

<
V

二

･

T

>



1■

∑

o
r

也

0

[

仙
仙
仰
馴

劃

E:
.'!.

...
:.
.

A

,

;
I

<
V

･

1

二

>



<
tt
二

･
T
>



2ト

]
∩

㈲
∪

[

u
刀

9

t==
～)

メ

I.

:
.

二

.
｣

<
u

二

･
t
>



.n匿
～
<
Y

I

t
>
T〇
･二

C
U
l塩
yr

T.T＼
Y

D9t
g

PS.u
y

..lrl
雪

害

S
IQ
卓
i
叫

､r,

Y
u
川札
＼

Y
7,
†
X
性
0
t
E
JY

岨

t7二

Q

P*
有

)
五
枚

(了
＼
t･
け
t1

(U]
r･I
▼
r一(]JJr,ILY
r1
J
t
Iq
こ
ま

一nT喜一･､R
(
.
三
rI.J
M
r,1
,(J

tu
l
og
T定
量

zl

'.tlr
O
O
雪

Lt"言N
(
(J
fi
m

二

王
LQ
W
XJ

u
rO

7
Tr叫
rUs
]巾
t
E宗
曳

琶
叶
q
c
f
JT
Ftu
e]
三
tl雷
歪
EI

YJIIA
tt
bJ
(ヽ

G
rIK
一1
,.
;i.
中
rJ
O
7
,t
Ll
.fr
･

),S

LJ･.一;I.rl

I
I)

IN
V]
rJICT
IJ
J
P
■
.r.17
一
J
E
lJf
P
)■
lLn
JTir'-
JIJ
7.L
C

}
7]
7L主
LJこ
l11
.T

】

(耽7､#_中磨-S '7Z '9

Q⊂)⊂＼キ

J

l

i

Il≡!

上

三 二三 二

<
O
･
C
･
7
>
<
C
)

Z:

l
>



n
TPJ
?

<
く
二

t>
r
lU
′
]c
U
二
qJVn

.
'l
＼
く

o
g
T
JH
留
U
Y

tI''
0
冨

Z
忘
tgJFPr羊
叫

Y
ご
d
/

Y
N
貢

札
O
H

:J
Y

I

O
r
(
Q
)
*
lq
)
毒
性

(

T
J
L

小石
P.Ilt.三

T
IL呈
呈

XfLj
)

卓
1
gTh
Lq
放

言
三

三

r
rl

(
tlLIo
g
禁

IT
r
I)
tt"
rI9
〓
這
IL:H
m

.

.Ir
o
B
忍

信
5#
ヨ

IfL,
B
岩

ニ

州
旺

こ

雲
追
号
益

主
r7
7
rl
T
三
√
l
t
.ヽ
I
r

.･暮

T.'ir.I
r
T1H
P.JIr.I
二
LlJt
IIt
ru

M
q
こ
Itl
JJ
二
J
.
r
rr
f
I
7
il:

9言

L)N
t
b
Ly
酔

T,0
エ
ア

一て
ヨ

.
(
=
ty

蕃
g
l頚
監

)
7qq]
r

Eyと
r
I〆
)W

TtJJ
lA
怨
T
Jru
N
･J
!

肘
叫
Jn
ヨ
u
J
喜

#
.FD

ZilI 】I
i 1

TgI1iー (X刀̀司司 IA東iA

T9】t

II

<
o

･
C
･
t
>
<
(
一

7.

T
>



,71lMG
宍

g
Z

L̀=IJ*
I

'"

qCr
二

三
三

rTP
S#ヨ
{Irつ

二
〇
g
tT

qlq)lTJ

L

E

"つT
竹

(.
rlg

gT重要
孝
ll

A
n
コ

〓

llfZ

甘

言
.丁

･r

YJ

洲

等
Rr!]
三

二J
j

}
1

TlTELJ
fn

r出

VJ
T.d
!

fa
X
l

昏WIU雪

妄
}II

J L ∫L
｢

ト∴

∴
∵
一<

V

･
L

･
N
>



.1
r
..二
∩
P
一J

.
琶
こ
こ
E
h
l実
包

サ
0
9
7n
V
恥

f
O
こ
す
一
r

玉

叫
盲

J
JtZ
IJ
J
V
L

71一
tJt
h
Zi7
7
7
I
L
1
.J
L
.}
]
lLD
一r
ll
)D

ヨ

H

HHt=O

I.
..IL
t.I..

∧
v
p
二

･
N

>



i
r
I＼Y

g
G
L
C
r
r窒
亡
く

へ
;.
(,(J
..
･2

'
L.
t
d
＼
ヽ
f)
･:
i.1./

d

r
一

-iM
二
･
.1

7
,
.1/
I;JT
･
.▼二

･

二

･

.7v

J
＼
岨

C
d
凪

や
中
富

(
息
o
o
t
x
t三

号
S
a
＼
trrr句
か
一芸
N
E
)
Fn
JJ
静

(
o
o
l
X

1..
8
0
u
,
＼

■
"
J
Jr
7
r
l,
I
f
.7
(,i
..千

一∵
n

',
rr'
97.
q
T
i.Z
r
)qP
士

.
(
_
I
r
J(
H
.
7

一

X
t"
M

I
土
ltI
s
x
tQr
7
P
X
lI+m

t
)

.
t'.
9
L
N
T
L
E5'
唱
等
き

Lm
g
O
S
N
Lg
Lq
lq
L
も

1
.f
tTI
〇
一
e
望
良
曳

サ
0
9
告
y
l
酔

w

r,Th
二
で
ヨ

qtlど

†
M
l空
)b
EJ

坦
号
,V
琵
t
l

T
i
Jl

yn
雪
u
LFA
型
}
)
FlJ
r
ib

押
せ
n

r
準
P
JtJJ

rn璽当

膿i

｣

｢1

｢

J.ll 5.'1/0 Oq

▼ QaQ一丁

<

u

･
T

･

C

>



/
/

/
/

/

/

ー ( Ⅰ Oもン二

I/ 曇i守[

ロ7 "I 1

/ =

＼ 真 司

＼

＼√ C3

＼

＼ ここ
＼ ⊂⊃

し由一V

＼＼

J
l
d

三

T
T:
巾
ド
･.

N
J
A

n

†
雪

ぎ

蔓

〓

f
q
'
..tL'JLJ

t

q

rH一三
√
■l
/.･｣rlr
T-.JI
pJ
].1･
)
1q
r
u
J
r三

.J
I
)
I
I
I
.i

.I

;
I
-
5

こ
u

W

=
l

叩
H
R

H

叫

日

②

山

E

㈲

山

E

J
r

l

J
｢

<

ェ･l

･

N

>



&0bLα) //4.0α7 .6.aIb.Zm a35D /0.tooAJ
0 f 千

.L<.
昏■̀

･t,A

l"
l＼く
P

R
L
r

.n
Zt]〓
Y

Ird＼

Y

T
7
y
屯

一
r
J

r

7
6
小
tj
Y

I
JP

■
J

J

7
･
1
./止
T

I･t
一
1
J

T

I

I
.

Jtr
一

且
=

LJ
./J

f

一
_
'
i
rJ
,I

r
■
'T
Z.
]丁

-,
-'

-
I..
g

L
P
T
T
7
r
)rI'
J
l

E
JLl
一

冗
.'.
刑

q

X

"
Pつ
r
l
玉

の
ち

llN
qX
"

N
三
ノ
.'
rr
qT
er
L
S

rI]qFf1

(.1ヰ

tIS
T
名
q
Jq
･
g

J
F

"
.
n

7
TJ
.q
r.
I
fptrご
_

h
J
L]

f
T
I▼rrN
f]

T
つ
n

ご†tq
q

T
･Iq
■†

て

■
t

.N】
l
J
Jr
t
J
t
]P

一
二

]F

rt一
†一T
I

】
.P二
Lr事
F71J一
I
T
W
>
一
言

_
王
事
一q三
三
t
7)

.
I

.,二
一'T

'.i

<
C
,
･

C

･

N

>
<
O

･
N
･

N

>



･
.J

F
llJ
rI=
e
Y

.ttrlb
]
二
T]lt･rtfhlf1
.f
r)r)=
･Fh
五
和

f
o
(二

,fr二
.I

I7

7PI
E
Jq
き

二
F:
.71
q
l
甚
fT
.3=
JJPJJ
ミ
h
7T7

-32-

<
o
･
C
･
N
>
<
C
･

N
,

Z

>



Oa) 6.000
6lS初 /6.Zap . TO.8076隻■.ら

i I■T
り 3de JJ-: ...一一 .i Il 隻

盟- - 盟

.
■l
＼
く
n

r･
L
r
g
三
r]
イ

ノ､
z
c
rl
I

QI
I

T

I:
×

こ

＼
く

q

N

二

Y

(
t･ニ

T:
7･
▲三

一
-

.-
Z
Y
r
＼
u
Z
l
T
､
巾

X

l

R

X

-

＼

.
I
r

ご

=

r
y
r
r
,

F
P
3

tr
･Lq
蔚

J
q
67
t
T

]

r
J
)

t"'
再
P
Z
N
～
Lrl〓
三

J

A
w
n
L
Z.r
J
E
l
hl
g
Pn

.U.
･･
rlS

T
TJjW
.T

t
O
コ
U
.Il雪
fl

f
lT三
)

二
と
缶

P
F

r'-つ
Z
T一斗
trrs

f
f
J

h
W
tpr
P.芸

宅

コ

当

.
T
Fl
t)

一Jl
T:

(.'J!
n
qlr
n

r)

三
qru
T41･P.TT
)

望
N
'Jf
.古

壷

｣二
三
三

ql
'言

7])

<
Q
･
C
･
N

>
<
G
･
N

･
N

>

｢.
".I.I"..



LJo(P

0
0
0
9

kPO
g
叩

O

aO.ZZ

等~

N
矧
1
1

/

J
.
A

l■In
N

勺

rI
.?

軍
lfd
C
M

ざま
t3
+
OO別･Lr
Ll
姿

書
O
D
Ih
.
l
√

n

iP
rJ:Tr-rJll
3
17-I,H
)
J
rlP.I一lE
tr]

｣

二二

八
〉

/

/

＼

/

/

＼

-

-/
1---

-

-

-
十

-

/

＼

<

C[
･

t
:

･
N

>
<
u

･
T
･
N
>



.I

J
尤

O

O

Sl朋l

y

I

.).I
T
･
L

､Y
q

r

く
rJ
r
r

二
,.F三
一]
一㌧
r■Ⅵ
つ
q
f

l;
I
Y

-"

S
]

l
一
/
一

三
P

l
三
て
∠
1｡
つ
]

-
/
]
･

･

4'
r

±

-

.

l

I,

l
■

･J
J

L
9
r二

.
一.王U
つ
Ol
J

T

＼
r--.rH

I

′
o
o
l
Y
.I..⊃
lu
一
O

T

ヽ
rI.P
E
T)M

三
つ
へ
'

三言7_:

17
[
'tH
一
TV
l.7
･■

l-

≦′ 呈- .in一一
j=(_さ }L'1-.
号三三･'ニ ji -=
ち-.･古iニ ュ

ー35-



t■

占
I

.:.:

I..I.'
E

.(.〕

<
O
二

･C
>



Y
P

七'--1̂
R

C

Xq
C
I
rj
Y

(td
./.''-os)l
a
n
-
=
Lq
†×k＼

LJ

=

J
＼
岨

l

酋
E
r

≠
J,Il]]一U1.-

≠

H
TT
l
.IZl(.L.
fZ7

7

LFYTJ
,I.
8

?
u

芸
!iTFy
J
)
.■t

)

9二
二
9簿

k
.
I.

e
8
0

S
芯
駕

gZV
}

.b'pミ
ニtl
gq
q)(辛

J
P

1"
=
～

11Ti

W
nIJ署

≡

lJ富
と

Ej
dd
t)
D
ご

II
L
Tj

･t

.i/
求

09

1チ

1
r
e

(

-
&

､γ
鍾
山T
)
n
fPrLu
fllay出
琵

N

iL!
ぎ岩
冨一

(

tJJVl罵
.=LT

ー㊨三 --1_:-:=T -:-I

<
凹

N

M

>



l

<
ど

こ

;
･

C
>



㌔
=

二
三
一
.Q

%
ト
r
テ

一-
tt

.一言
g
l二

一,訳
tr･
こ
】

I,
,.
9
/.
ラ

.こ

)
.b
T
t-卓
二
.1J
qI三
r

,Lr
I
一
S
L1
〓)1群
7
)

tL.
1
9
=

Lj
一UIFI
njB

d..一
一
t''
.TJ
Tr

r.'In
l
T:
PIEIT,rT宅
〓

M
q
rD
r.
.
tJJ
;
'J
]

qb
三
一
ご
†
忘
LIl

%

u
g
許
二
-

n

(
-
〇
､
十
注
描

)
)
一r]r三
JIこ
,)
二
三
日
u
:

(
一rLr
H
)
J
tlM

I〓
U
ミ
芸
r
一

…
-､
=々

r

(

L
i

延
)
I
rJ

I1..こ

)
)I
実

コ
Y

Y

t7
S

一=

F!
＼
Y

F

r

n

r
l

l｢一く
(r:r]/Poこ

■
.
I
,.

I
-

A

ry･)

＼
J

t

VrL3

',1
'二PIJf'

)

㌔

■二

一

一-
一
1

L.I
'

■
T

vr
.lTu
)

I.
〇
]･
M
二
lj
rT
IT
考

.T.害

Z
L9
nIIgtYT

Fl.
u

H
L
y

ITJl

着
i

…
･.
二
･
二
I
r
,r

P.･II,B
T
P.i
-/ri
〓

一
･.I)T
/I
i....)

一
二

〇･T
L
L
.

■

.

I

-

'

IM
Tr
,7･T
.L三
.∴,TJ)Ll
,
‥r

I
･TJ

一
､

二

7IT
J
,r
lrr
S

Tt.,1

I l

iI1 _.隻∫r Bl.= + :芭｡.邑i七一ttIJi呈卜

】

I1 /巨 1- a iIIIa; . ニチロ . 雪

γ D'Ol ∞鞄 l Wg＼ i 馬

こ
,J一

二

g=
｢

∵

【｣
｣

∩

〓
] -39-

<ir
･
N

E

>

-･-1
-
-
･l

ま

つt
l
lJ



C
D
.¶
O
巾

.
~

司

6
｣

.
t

｡

刊
｡
叫

｢

-

Y

,
委
q

l,

J

T

さ
C

LI

.J
lIも

E
tIt
一
u
Lf
Ld
lJ

一
q
q
E
書
Ll
..J

■
一
一
一一

.丁･II

H
t
J
Jr

rTJ
T
iJ.

一
I

L
＼
■

blDt)Yl号
tlIr.t
P

当
苛
N
LL!

(
丑
己

)
ダ
77
1
壬
Ttll
n
P

rq

＼
＼

＼

(
q
V
>

/

.1

で
==
e
q

W
h
c
g
M
N
t7
%
O
£
手
玉
8

才
M

争

.r
r]

7
]
t

J
I
■

一IP
L_

(

･
,
､
JLtT
で

lP
'
lr
r.1.777-'こ
岩

T
t

r

)
}
.
rII
I
ミ
Llrr]t
g

･:

.)

H

T

'''''.I.

､
..二

･
N

.tj
/)

40-

｢

.



ド .~~~~~

{芸
叫
の
)
]
7
7F'
tg
(
O

C
EtVJ～0
M

O
T

IY
Y

〓
lJJt
I
f

'F
'
こ
7

7:lq
1,-I,
7
1

三

三
r＼
<
三

g
(
if盛
u
lq
前
.r

I)5'賀
正
Y

Y
t3
0
9

川

賢

くR
t
X

1m
g
l
tj
Y

(
JT空
l三

早

.E
の
O
tこ

牡
9
1=
J
†
×

J

＼
吐
F
赤
札

言

0
:

t
L.tJG
C
/
.b
s
s
6
二
%
S
L
6
二
一云

弊

(o三･Yt
a'

n
6
IV
tM
t
6
f:

)%S6tニケ
一rn

一'

.SS

G
T
芯

糧
箸

(

"
's
t
l
l
W
u

)

.
1ニ

LrJ
y
q
'
l

.l
n
,1
(.
LElg
A
r4

p)

て

こ
,.
L
巾
t
l
LL
.TI

(
LT
E

〓
∠
LT
O
T:

O
二
一

V
)

(u
r,_
二
LJJ
',JJblこ

ai
っ
ミ
*

L
q

.'L

eL'l)
一
喜

一
-
■
l

)7t
7
J
l可
I
)
i
..E

7
]
一
二
と
h
T
i71IfJ7.AC
.i

])rA
H
u
l
ミ

一一､､､.L F.i 三r : ぎi :i -. ぺ1 十七IlI S 'I.{E.- チi 阜 it I_.tl:∴ .--.ー̀1-I/_ 〟 IIflIllIlI

‖■~三拝 =_十⊥Ⅰ モE J昌 幸い iI !ー～出目- 廿 (∴

ーL-I:-I-tVG､

I..i._';:Lt.-7=<‥一_嘲 _I.-.∫_こ

Ili

臣i{ l-∵ t守

080 I llm l 1.

<
O
･
C

･
S
>



｢

J
m

工
0(

3

0

<

D
･の
･
t
:

>

-A_
2-



iii

4
着

や
TJ
?
ZF
EI

(

O
E

〓
VJ
-
よ
t:
.
O
tl
W

)

冨
eJl
C

.r
lf
芸
朋
.J
q
IY
C
･
(I意
志

lT
t
-＼

く
0
0
9

-

三VイoL
S
(慕
要
Q
)
(品

,DJ
こ

W
Ta
ttLj
Y

Y害
の
=

･J..･カ7､,J
:

･=J､.[
ご

＼
T
.I
ll
IrJ
r

Irl

r･,rJR
･
-A

/.≡ol)岨g
T

-
L〓

X

J

＼
E
n

f
Lt
M

X
d

＼ば
V
溢
_1

(
o
o
tx
.

t'Lo
6

6
/
t

∈PS
S
二

%

L

S
]L]こ
.I
..
7

(

o
三

X
㌧uO
G
r)

＼
8W
の

N

S
)%

M

の弥
二
で
丑

(

."
S
t

x
≡

S
二

.
×
Lrrs
f:X
u
ls
T

〓
Tll
l
s
c

X
tlrS
こ
.2.9
g
一二

1･

.

J
'rF'
ll

I
.''(,
;

･

≡
､,
1

7.U'r,
7
',
Ll
{df
]t
王

.I.°

.1,,
S
,g]q
r
も

･).
LH
｡
o
N

竹

巧
言
茸
.
星
野

二
.･LIぎ

Ikl〓
｣･'･rIr17

JIVt
9..
.i,I二
･l三

,I
n

y)
rFI
A
Jヰ

'])
ニ
J:

111'rn
.TJ

r
･1Ly壬
rfPm

Jb
J
}
T
)
r"
J
If
u
J
IrI葺
ゴ

<

O･r‥

C
>

卓

.

ベ
ベ

等
ヂ

l

co
や
JJ



Jl
r
n
.q
'
P
tT
EL
J

n
JtJ

二
言
一一t
F一

≠
三
ヽ
*

L一
5'
･),I)
?
i

t

･r
I

W
t
h
V

l〓
rJ･
P
一
二
,I)71
,

ニ
rY,rF?M
JJ
l.i
7IP三
.
H
lさ
1
r.T



-45--

<
O
一
g
･
m
>



■
日

u

ot

j

]
②

/

〟

川

川

/

＼＼

＼√＼

PD
O
.LE
I

T
嶋

Ft
聖

､

】

｣
[

｢

二...

1
,ニ

｣
｢

｣
｢

-46

<
D

･
S
･
E
>



biiil

｣｢_
｣｢

]E@]･[

｣1
｣

｢言

8
C,rJ?frIJ

二つヽ-≡.TL-L-
1

l三.)ミ
ニ

'-ItfTWlrl
芸
,≡

.Ir＼そ
zr三

LIV)rr二."･こP
誉
Jy

Y
ZrS

IrI＼YfEy雪二二｣Y(J7Uulrrr,tr

≡17
)I'rJ

=IrM"I-チ一/trrHきヱ
≠

U

r

)■∨卓OSI>(三二
ざ
T

.1≡-
/
I.

MZ

L

二㌔一三き.一･̂(〇
三

■,IT
-

1I/I..

ItllJlE1↑--
ll

,.

.一tl
二
)一lr

lJ',.･･ご]･
-

h

)･.p
こ
こ.lV
】

三-

.,
･l]'芸L三
一fg

IL

I..IrPTIIraU

l
ft
rJl

L■l
Y
〓

JF■三二M･AL･l'.'ミI■
rJ

P
I
I
.一言

n
'
]三

*"1?テ一h,r
f
X

書
J
:r
II
r
;J･
1

1

1P
2IIrT
W
lllr.

l
U

E,
.!

I:
'

'
1'

.=
I

.
.,

47



一

一

(..It
7
[
I

lJl･I.

:Ti'.;.r.

T･'rJ.fiI
."
:
..i
..;...

;
)

.

iL_8

<

O
･

L

･

C

>



｣ ｣

LL
I

や
TJ
?
n]
〓
t
つ
n

tLq
d1-
l]
q

]

LYY
)
宣
誓
か
fIFへ78
l
q
r
L
rrV
I
【
P
)

1-一l.～

トY
l:(u
V
7IrJt=
,

r=

y
名
｢一Y

ヽ
一
書
(
.
]
r/
,
r
r
I
･,0
4

LIY

(
_二
=
LP
一r
tJ＼;l
s
o
B
)ミ
O
t'

-
h
'
一＼
tJ
'
-
.-

∫
,
4
'
て
`
■
EJ

%oslV(OO

I
X
.

-二二
g

＼.In''
'.
?小
一
:
L]
ql
l
lJJl
fL一
rJ
L7

7)

l
一
n
I
,
._
一
一
Z
r
/.■
二

H

こ

ヰ
ヽ
f
Z
+
rJLA

f
o
''-､
.-
I
一
l
_

＼
一
一
l
I
J■
Qt
:T
]
･
rl
I.1
1
L
一
●

N
fI
,.
Z
C
'
D
t
丑
Y
y
T
†
◆
T
S
T

玉
PE.-1(1
9S

一
Z
且真
一
.T
▼
o
〓

ま
く
)

.■
o
)
:

LTJ

■
JI
.l
ニ
ー
7
_
TJr'
q
LI

]
P
.J'

lr
P
tr
lr.A

q
d
b
L
省
J

LI
T7

1
r

一d一l
rr
H
rP
Iq
'

士
rJ}
q
JI
rJ
g
n
一

l)○
●
*
t]
q

一
一
●
■

一
.rl

一Jt
■
P

P
I
†
∈

M
■
Y
g

a
出
す
1
r
tlLIfTT
jiY

｡
■

二

.∵

一一!9-

<

D･
9

･
t;
>

<
O

･
9
･

爪

>

ド

.

.I...1.

.

.

..

........
.
I
I...
.."
..

.
_...._

.
1.
...
.

.

..

.

.

_

.

.



.1

Rr;

111
1r
e
T三
Lg

P.Il一一
1
≡
ど
亭

l

tL
E

%

r一
S

二
EdbT.(O
LTJl)P
T

rh
U
.■
lJI:･.〓
l
㌔
.IIこ

*
L.l
iJ

.L
fJ
T

一†二
-7
-

ylqrVJU
琶

二
J3
R
FIfSr
W

や
rJP一
IrFJtLI)

｢｢ 1｢

--1I

日
I.f

Oヽ

S

0
E

o②

<

O･
B
･C

><〇
･
g
･
C
>



FIまき
.…
.._"
..舌
.邑
､.喜
蔓
邑
募集
B等
重
量
U.蔓
1
,.M
,手
首

.書1..1.重

.d
d.

4 あ ーと が き

第 2部会におL̂ては ,這築基準法 ,横浜布置築基準条例 ,日照等控導要綱を

どの藷浅利を前提に ,実際の敷地を芸足 して ,その甲に入 るであろう建物を想

定 して検討を行っrこ｡

この結果

① 建築の形態を日照条件に合せて工夫すること 寺

檀) 1つのブロックの規模及びその中での建物の配置を工夫す ること

によって票 l部会で検討 しT二人ロを収容することが可能であることが分っT:o

TLお ,今後の検討課馬 としては

(∋ 低層共同住宅 ･中高層共同住宅等の地区の選定

① 不動産経営の宗算盤の検討

(む 民有地の市民優先分護についての検討

(∋ 窪築協定 ,土地利用の協定等の各覆協定の検討

などがあげ られ るo

-51-



〔資 料 〕

1 ア ン ケ ー ト調 査 の 集 計 結 果

イ 不動産経営に関 する意 向

換地後の土地利用 に関す る項に回答 LTこ数 2504 通 (これを 100% とす る )

の内 ,不動産運営の項に関す る内訳は次の薩を比率に在ってt̂ る｡

(1) 低層共同住宅 (木造 2階建 アパー ト)

(2) 中高層共同住宅 (専用 マンション )

(3) 店嚢併用中層共同住宅 (1-2階店舘 ,3-5降住宅 )

(4) 店舗併用高層共同住宅 (1-2階店舗 ,3-8障住宅 )

(5) 専用貸事務所 ビル

(6)､専用貸店舗 ビJL,

77% (201)

29% (74)

2.8% (7J3)

2.0% (53)

0.8% (20)

14% (37)

_ 以上 ｢土地利用 と人口計画 ｣の原単位の項 目に合せてま とめると

A 低層共同住宅 77% (201)＼

B 中高層共同住宅 (専用マンション,店舗併用マンション) 77% (200)

と在る｡ - (∋

この結果を権利者総数 (4922)を 100%とLT:場合 に換算 してみると

A 低層共同住宅 201/4.922×100-41%

B 中高層共同住宅 200/4,922×100-41%

-一 一- ①

以上の集計結果 C狩 は ,低層共同住宅が原掌位の 5% より27%上回わって

い るo申 場合は双方 とも原学位の比率内に納まっているo

Lか しこの結果は .権利者数の比率であ り,原窒位で行っT:民有地面苛 に対す

る比率ではたいので ,多少質的に美恵るo

ロ 工業地区設定に関す る意向 (次表参照 )

(1) 現在富美 しているエ湯 で ,原動磯 ,な しでは 54%が工業為区設定 JJr欲 してlP･

るo

(2) 原動歳育 t)では 63%か>今の三三の位置 舌望んでtハる0

--う21



)

)

)

)

)

)

1

4

つJ

3

0

7

工 業地 区の 設定 資料 (窪設研究会7ンケー トよ り)

〔迂〕重中の ｢工｣は工芸地区設定希望 .｢敦｣は散在希望
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1 ま え が き

ニュータウン震設が追むにつれて .永年継続して来た家業の中断又は転業を必要と

す る場合 も考え られ るo この よ うを事態にあT=って ,転業対策 を中心.とす る生癌

対策は .ニュータウン事業の うちで最 も至葉でかつ当事者の強い意志 と損気を必要

とす るものである○ しか し,これは決 して避けて通ることの出来 をい ものである(

第 3部会において ｢工事期間中の生面対策 ｣を研究テーマにとりあけT=理由も

工事に伴 うメリ ットを盾用することによって ,転業対策 をより円滑に進めようとす

るのにはか走 らをhO

具捧的には ,この レポー トの中で ,地元~地権者が工事により発生す-る仕事 を請

負っT:ら ,労寄提供をする場合の方策を検討 しているOまT=,泉北ニ ュータウン

(大阪府 )におけ る転業対策の事例を紹介す るとともに .地元会社の構想 を提案

しているo

これ らの事項は ,工事期間中についての方策にす ぎないが .常 に転業を恒久化さ

せ るような条件を作 り出して行こうとす る視点か ら検討を加えた ものである｡

-561
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2 工 事 期 間 中 の 生 活 対 策 の 方 策

ここでは ･工事により発生す る事業を請け負 う場合 にどの ように対応す るかを積

討す るoそのため ,工事の蓮華 ,工事の請負資格 ,地元地権者の意藷 ,転業対策を

どの面か ら対応の仕方を整理 してみよ う｡

2- 1 仕事の種類と性格

工事開始後に発生す る仕事はさまざまな就労の磯会をつ くるが ,おおよそ予想%

され るものを ,その覆寮 と実生の時期 との関連で整理す ると表 - 1の ようにをる

また ▲それぞれに必要とされ る張在 も同じく表 l lに示すとお りである｡

業務の遷蕪を分類す ると ,それぞれ造成工事関係 ,樹木の伐環 .移植 ･育成gi

係 ,家塁の移築 ･解捧作業関係 ,その他 に分類 され るO

また ,時間的,'f流れで見 ると,樹木関係の業務は造成完了後 も,公園 .禄道 ･孝

路樹の維持管理等の公的機関の需要があると考え られ るO この点では ,他の業覇

と相違 LT=特色とをってい る｡

･衣 l 1

這 一成 中 造 成 完 了 後

造成工事･工事請負 ,土工･軽土工 .事務員･警備員鈴木の伐-採 .移植 .育成 公共建築物の建設樹木の移植 .育成 _

･保存哉木の移植芙(.苗木の育成 . .磯木の伐深移築 一解体作業･建物移転工事の請負業･解棒材管理業 .運送業･鳶工 .遷鍛工･倉庫管理人その他･飲食業 .震 品回収業･給食美 保 菅業 公園 .緑道 .街路宙の維持管理

- 5 7 -



では麦1 1にあけT:ようを業務を請負っT二り従事 LT=りす る場合 ,どの ようを条

件が要求 され るで しょうか○

ここに業務の梅屋を組織化 により可能を業種 と労務淀供をす るものに分類 して

あげてみると表12の ようになるo

=土=■
貢 - 2

職 違 円 琴 条 件

① 労 務 提 供T 土工 整地 .道路 .排水工事に伴 う 福当rJ休力を必要

撞 着 作美帝第 .草刈等軽作業 婦女子でも可能
莱-Bの事務所の事務交通整理等 頑鍵TJ体力必要
飯場における食事 .肩詩の世話 女子が好ましい

重 量藁…臥 青物 .常体 .移築置物曳家解休除却材の運搬等解棒材の保管 I - 加 が必要

⑳ 組耗化によ り可能な業種工事請負業 軽易TL工事の請負 技術的なスタ-/フが必要∴ 二が多いので困難

雷物移転工事請負業 移築 .曳家工事 .仮設住宅の昏A

半休材盲晋 亘】～移築 ,解休材の管空
運送業 解体材その他の運搬
飯場等への飯食提供業 給食菜

保存樹木の移植菜 農芸の技術を盾かすのには適

2-2 工事参加への方策

そこで次 に ,仕事を地元の人達が請負っTこり,あるいは労務を謹供す ることを

実現 させ るT=めには ,どの ようを対応方法があるか を考える必要がある○

仕葺について地元地権者の対応の仕方 としては ,個人的75対応 と,&織田を対応

とがあげ られ る○

個人的対応の場合

-:- ~IitI-I-: - -

-58-
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｢

r_:-B=三 ≡ 1

これは地元地権者が住宅公Efl,擾浜市 ,農協等の仕事を請負 っT=民間業者に個

人 的 に雇 用 きれ労務 謹供 をす るとい う型をとるが ,これを円滑 にするTこめに

は ,当面 ,次の万策が必要 とされ る｡

(イ) 相談窓口の設置

対策協 ,農協 ,横浜市 ,E]本住宅公団に仕事の相談に関す る窓口を設け る｡

(｡) 求人募集広告の掲示 幸

対策協 ･農協 ･横浜市 ,住宅公団等は ,民間業者か らの求人等 に関す る情報

を掲示す る場所 を定めて ,次の よう夜業雇 について民間業者による求人募集が

行えるようにす ること｡

LA) 公団が民間業者 に請負わせて行 う造成工事や個人発注の移転工事関連の

事務及び労務｡

(B) 一般民間会社等の事琴及 び労務｡

い 転業の相談指導

転業希望者には ,相談指導 を充分 に行な うと共に ,経歴 ,特技 ,希望等 によ

り取菜訓練 や資格 を要す る取種 については ,それぞれの駐種に合 っT=技能を身

につけ るように啓蒙す ること｡

組織的75対応

業務の規模が大 きくなっT=り,あるいは特殊能力を必要 とす る業務を請負 う

湯合 には ,請 負 う側の資金 ,技術 ,謹直 などが業務入札資格 として問題になる

このT=め ･地元で業務を請負 う場合 には地元会社をどの患織を設立 し,更 に充

分な産額を啓むことによって ,これ らの条件 を商T=して行 くことが必要で ある

(資料 3- 6参照 )Q

この場合 ,対策協 ,農協 ,横浜市 ,住宅公冠が果す役割については ,覆 々考

え られ るが ,当面考え られ る方策 と.しては次の ようを事が あけ らTLるQ

① 地元地権者 による事業棒 を組織 LT=場合 ,請 負能力 に応 じ業務の斡旋 ,下

請斡旋 ,軽易を工事や作業の発注 舌行 うことo特 に対策協 は造成工事に際 し

て地元組織が指名入札 を受け られ るように開床磯関に動 きかけて行 く必要が

ぺ59-



あるo

② まに ,蘭木に熊蓮す る業務は ･造成工事完了後 も髄続的夜需要が見込まれ

るので ,特に事業体の結成 について誘導 して行 く必要があることo

このことは今回の地元意向謁査の集計結果か らみて ,植木の栽常葉の希望

者が多L̂ことか らも指摘で きよう｡ (第4部会の別表-91-頁参照 )

≡試:-



姐■

3 ｢泉 北 ニ ュ ー タ ウ ン の 事 例

ここに紹介す る事例は ･大阪府の窪設 LTこ泉北 二 二一タンにおけ る転業対策の実

例である｡ これは新住宅市街地開発法に基づき法的に義務づけ られT:生活対策 (

転業対策 )業務の一環 として .大阪府 と泉北開発セ ンターがおこ夜っT:ものである.

まず ,①地元会社の設立 ②店舗の優先分譲 ⑦苗木の育成業務たどにおける

大阪桁 ,泉北開発センター ,地元 との関係 を概略的に図示す ると図 1 1の ようで

ある○ 亭

図 - 1

(工開 始後) l大阪府企業可 l (工事開始前)

生7舌対策 務業務の委託

近隣センター内店常の優先分譲

あっせん依頼 苗木の育成依頼 (雇用 )

団地サービス会社 泉北開発センタ-

[車重 }十 ･･一
5- 1 泉北興業株式会社 (地元会社 )の故事

( 移 行 )

新住宅市街地開発法 によ り新 しい職場作 りのTこめに ,大阪府及び堺市にi:り孝

志の募集があ り,地元民がこれに応えて地元会社 を設立 しT:ケ ースで あるO

また ･これは ･後述する苗木栽砦の委託業務が工事開始 によって終了 しT=T:め .

それに引 き続 いてとられT:転業対策である｡発足当初 (昭和 46年 )は ,従業員 27

で業務の発注先 も泉北 セJターと大阪府 に限 られていT=が ,現在は日本荘宅公

(転地サービス株式会社 )や堺市の業務 も引 き請け るように75り,,従業員 も79名

と経営規模が砿大 しっつ あるっ

会社設立にもT:っては ,泉北 二 二7･タウンに関連す る3地区の地元代表者がそ

れぞれ 100万円ずつを出資 し ,資太金 300万円の株式会社 とLT=｡ そ して業務を

遂行す る(=め ,従業員を10班 に編成 し,それ ぞれ元町 内会長が班長 とた り作業を

おこなっている.まT = .こn らの班は.①公園管理Tdf ②草刈 り班 ⑦道路班の 3つ
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の作業gLLに属 して仕事をおこそっているo

従業員の意識 としては ,発足当初か ら老年層が多いこと,工事の飯場 として貸

しTこ土地の賃料 (20万円/月 )をど別途収入があること,まTこ店舗の優先分譲を

受けている人が多いことをどか ら,小連銭 かせ ぎ的 な 人が多 く.労働意欲の点

において問題があっT:ようである○ しか し,最近では ,妄社の中堅と在るへ き20

代の人が 10人 も就持 しT=Tこめ ,これ らの人々に月給制をとり入れTこことなど明る

い材料 もあ t),会社の業務 に従 事することが専業的にを t)つつある｡

泉北異業株式会社の営業覆 目及びその沿享 と事業概要は次のとお りである｡

営業種目

大阪府の施行す る泉北丘陵開発事業に粥違す る次の事業を営むことを目的と

するo

(イ)･公園 ,緑地等の維持管理

(ロ) ビル内外の管理 ,清掃

(ハ)植木の育成並 びに造園工事
ヽ

(二)店舗娯楽施設等の経営並びに委託管理

(ホ) その他環境整備に関す る事業

泉北興業諌式会社の-,'Jll､革と事業徒要

昭和45年 新庄法による新 しい職場作 りに大阪府及び堺市よ り公募

46年 4月 泉北興業株式会社設立 資本金3,000,000円

太社所在地 堺市豊田 737番地におく

46年 5月 創業肖始

･′ 会社事務所_を堺市竹城台4丁 目 1番 1号におく

" 是設業者登畏 大阪府知事 (る)買38399号

･′ 岸定取引鼓行 蘇式会社大和鎧行泉北支店

46圧 6月 道路清掃享鰐入 2C頭 ダンプ刀一環入

47年 1月 大型道路清講重罪人

47年3月 票一期決算

3月宋宗石 従業真数 27名

一一塙才I.



売上高 12,522.200円

当期受注先

(財)泉北開発センター ～泉北宮山台 ･竹城台の公園道路清掃維持

大阪府泉北工事々務所～泉北中央線他 3路線清掃維持管理

昭和47年 8月 2t覆 ダンプカー2台 ,従業員輸送用マイクロバス購入

" 各種芝刈磯 ,草刈機 ,濯水用器機購入

48年 3月 第二期決算

当期末 従業員数 62名

" 売上高 74_,063,584円

当期受注先

大阪府鳳土木出張所 ～和EB川堤防薄地草刈保全工事

(財) 泉北開発 センター～泉ケ丘地区公園道路維持管理

〝 〝 樹木維持管翠

大阪府住宅供給公社 ～西野EZl地草刈工事

大阪荷泉北地区工事々番所～泉北 1号線他6路線清掃維持管理
■⊆i

大阪府道路工営所 ～泉北 2号繰清掃工事

堺市公園協会 ～堺泉北氏海緑地 (大浜 )保全工事

48年 5月 楚設業者登録 大阪府知事 (わ)38399号 更新

〝 増資 (倍額 ) 6,000,000円

48年 1月 現在従業員数 79名

完工工事見込高 約 100,000,000円

当効受注先

(財)泉北開発 センター～泉北地区公園道路清掃維持管理

" ～泉北地区愚木維持管理

N r 泉北全近隣センター清掃業琴

大阪府泉北地区工事事務所～泉北 1号線他 6路線清掃管理他 4件

堺市公園協会 ～金岡頁団地嶺木奔走工事他 3件

二- 48年 5月 堺市公園協会 ～金岡栗丘地緑地碓木杯土砂撤去工事
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日本住宅公Efi泉北営業所～白鷺中吉烏団地享刈工事
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ノノ

ノ′
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大阪府住宅供給公社

大阪府道路工営所

～竹城台 目地入積木努定工事

～金剛団地草刈嶺木葬定工事

～浅香山団地芝生刈り樹木努定工事

～向ヶ丘第 1第2団地芝生草刈工事他6件

～南野 ,和泉府中 ,助松各団地草刈工事

～堺かつ らぎ線 ,額装道路清掃工事 ,他 3件

泉北興業株式会社の使用棲器明細書

農 器 琶 . 名 称 用 途 数◆ 鰐入年 月

マツダ2t績ダンプカー タイタ ン 各雇運籍用 1 46F 7月

スイパ二一S1244 広場道路清掃 1 〝 8月

大型道路清掃革 945 日本ウェイレススイパ 道路清掃用 1 47年 2月

マイクロバス2年人乗~- ニッサン シどこマン 従業員送迎用 1 〟 .2月

マツダ2t帝ダンプカー 〟6t車 速報用 11 〝 8月ワ

〟スズ手軽4輸 トラプク 〟 .薬剤散布用 ,運搬用 1 // 1一月〟 8月

ホ ンダ カブ 見廻 り用 1 〝 8月

散 水 車 樹木確水用 1 " 8月

マツ8-2t硬ダンプカー- 各覆運藷用 1 48年 9月

動力草刈凝〟 イセキ〟 草刈用′′〟〟芝生刈 1010 46年 5月〝 12月

〟大型草刈層 〟バ□ネス 20i 47茸12月 l48年 2月

芝 生 刈 磯 ロータ1)-主7.)ヤンポ 7 Ii

動力噴霧.殿 ハッタ式 嶺木濯水用 24 48年 7月

動力ポンプ 角ス.コ他

ス コ ッ プ- 篤 革潅水用 タンク 作業用 60201 I1147号 2月

4m 三 鉄製 N _勧木浦水鳥

5- 2 香木の栽培委託

大阪府が泉北 ニュータワンに必要 とす る冠木の移確 ,撞愚量JT謂空 しT:差異 ,

36万本の苗木を育成することが必要であることが撃っT二〇 そこで大阪衝は造成工

事着手まで 3-4年間違休 している買収地を利用 し,地元地権者にこの富木議砦

をまかせ ,併せて生藩対案の一助 とす るf=めに ,富木の栽薯委託の方法を考えT=
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月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

7月

もので ある〇 三ず ,大阪府はこれ らに必要 とされ る実務 を泉北開発センターに蚕

託す ることとLT=｡

セ ンターでは地元農協を通 じて農家の希望者を募っTこところ85名の応募があり.

これ らの人 々は日給制で大阪府 に雇用 され る形態をと り平均∽ aの栽培面積 を割

り当て られT二〇 その栽培面硬は全拝で 17haに及んでい るo

ここで育成 LT=苗木が引 き取 られ る際に品質の良否で評価 され ,幕償金が出さ

れT二〇 まT=センターでは育成す る苗木を九州や関東の各地か ら買い付けるととも

に ,肥料を購入して栽砦者に支給 し ,専門技術員を配置 して指導 にあT:ってい る｡

(参考)横浜市においても濃化用苗木について.農業専用地区の農家を対象として義等委託をして

いるが,これについては ｢緑化用苗木増殖事菜委託要領｣ (資料 2)を参照のことQ

5- 5 店舗の優先分譲

泉北 ニ ュータウンは17住区か ら構成 されてお り,それ ぞれの住区に近隣センタ

ーが配置されているO このセ ンターには10-15の店額が収容され絵数で少をくと

も170店講が予定 され七い る｡

泉北セ ンタ-では ,この うち半数の約80-SO店舗 を地元の転業希望者に優先的

に分譲 し,完成時までには全店舗に入居す る予定で ある○入居者の選定 にあT=っ

ては ,抽選で優選順位が決め られT=が ,準備 の出来ていた い希望者は後に回わさ

礼 ,準備の出来てい るものか ら入居 して行 く方式 をとってい るO

食堂経営の希望者など特技 を要す

るもの については ,事前に他の店で

見習い として働 き ,技能を身 につけ

てか ら入居す るとい う方法 を とって

レヽるo

(参考)

泉北開発でノタ-のあらまし



4 地 元逓 減 の設 立 構 想

ここでは ,まず第 1に生面対策 は工事期間中 と工事完了後の 2通 り考えられる

が ,当面 は工事期間中に重点を置いて対策 を進めをが らも,｢まえが さ ｣で も述

べてい るように ,常 に恒久的を生后対策-の轄向箆を持 ちをが ら進めざるを得を

いことo

鳶 2には ,日本住宅公団の大規模を宅地造成工事 に伴って生ずる各種業務 と生

活対策を関連 させ得るようを万策であること○

第 3には ,皇后対策は本来それぞれ個人的に確立され るへ き性質の もので ある

那 ,数多 くの地権者が存在す るこの事業においては ,1人で も多 くの人が ,この

至崇を問題を完服する必要があり,そのT=めには集団によることがよ りよい対応

策であると患われ ること｡

主 として ,以上の ようを 3つの条件を満T:す ような対応策を具休化す る手段 と

しては ,組織化 によるこ とが最良で あると考え られ る｡

そこで ,このようを観点に立って ,具体的に地元絶縁の設立案を検討 してみる｡

4- 1 地元会社の設立案

さきに検討 しT=ように ,宅地造成工事 に伴って生ず る業種 は ｢表 - 1｣rp57)

の とお りであ り,まT=,泉北 こ こ-タウンにおけ る事例で ,実際 に地権者による

地元会社の例を紹介 してきTこので ,これに見合っT:よう7t会社の設立案を考えて
1

みT:ho

当初は ,かな り小規模 を もので発足させ ,ニュータワン定設事業の進展 と会社

の業務実績の向上 とをニラ ミあわせて規模の拡大化を因ってい くことによって ,.

会社運営の安全性を考慮す ることが第一 と患われ るo

まT:.実際 に会社 を設立す る場合 ,ニュータウン全岸で 1つの温帯 とす ること

が望ま しいが ,道警 して行 く際には人の和が最大限に要求 され るので .塩韻に不

慣れな人選にあっては ,小人数で ,'しか も気心あ合 う入違同志で速戦化 を考えて

い く必要が あると患われ るC従って ,そのために地元追歳が夜祭の扶養で岸成 さ

れT二として も止 ,'LPを得75:い と考え られ るが ,その場合には ,芙覇内容がたるへ く

競 合 しない ように謁整 してお く必要がある〇

･･･づとト･



〔設立案 〕

(11 名 称 最北二 二一タウン開発株式会社 (仮称 )

(2) 資本金 1000万円

(3) 出資者 地権者 10名による均等出資

(4) 配 当 事業実績による

(5) 業務内容

① 植木等の移植 ,育成並びに造園工事

② 土木 ･窪築等の電設事業 (造成工事 ,家屋の解体工事等 )

⑦ 倉庫事業 (解棒材の保管等 )

④ 輸送事業 (解体杉等の輸送 )

⑤ その他環境整備に関す る事業

(将来構想 )

① 公菌 ,緑地等の維持管理

② 駐車場経営

⑦ 店舗娯楽施設等の賃貸 ,経営 ,受託管理

④ その他

(6) 構 成

① 役員 10名 ,参加地権者の特技 により適宜 ,絵務担 当 (庶務 ,経理 ,労

務 ) 営業担当 ,業務担当 (造園 ,＼窪設 ,輸送 ,保管 )等 に分担 し

て行を うO

② 従業員 事務職員 3-5名護贋

一般票寄具 a)～30名重圧

従業員については ,一般の地権者か ら優先的に雇用 してい くことが望ましい｡

4- 2 当面の運営と業務

会社の謹言を軌道に乗せ るまで には ,2-3年牽皮の期間を要す ると患われ る

が ,それ までの問の賢会面 ,業者面 ,人間関係等全般 に亘って衰難が予想 され｡るo

従って ,当面の運転資金 としては ,農協 ,銀行等か らの借入金によってまかた

い ,必要を磯器 ,賢帝等の罪人 ,賃金の支払い等 に当てざるJq:得かJIo

i Tl



その他の面 については ,通宝必要を技誰 ,経寮 を有する者の岸等 を受け るとか ,

宗用等によってカバー し,あるいは ,役員自 らの経験の集否 によって解決す るよ

りはかに手だてがを い と思われ る｡

なお ,当面の業務内容 としては ,比薮的早期 に見込まれる樹木の移植工事 ,庭

木の移植工事 ,家屋等の解体工事及びそれ等の運送 ･尿管等の事業が考えられ る

が .これ等は個人発注なので .受注できれば ,業務経験 を績むための絶好の機会

とな るであろ う｡

受注の手だて としては ,家星 ,樹木 ,庭木等の移転靖債等の業務 に携わってい

る住宅公団の進捗状況を常 に把虐 してお くの もーつの方法で あろう○

この ようにして ,業務違算 を重ねなが ら,一万では憂設業法 による夏設大臣又

は県知事の許可 を受け ,震設業の登簿 と茄 ,公田 ,北農協 ,横浜市等の入札参加

資格 をとるなどの手続 きを段階的に進めてい くことによって ,将来構想への足掛

りを作ってい くことが必 要で あるo

次に ,日本住宅公団が行な う第 1,第 2地区における昭和49,50年度の家屋等

の移転工事 ,樹木等の移植工事 ,庭木移植工事量をみると次表のとお りであるO

昭和49,50年度 における各香工事量の概算

工 事 の 種 類 数 量 金 電 備 考

家転ー解転休工 ① 中断移転の場合 130 声〟 66,00が 9 -

塁工移事 移事 (か 直凄移転の場合 528,000 -般庄て100p(平均 r507nう農家在宅 30戸(平均 115m'-)
動 産 遷 穀 13し) ll.400

議潅p*I移事 移 砥 教造 園 工 延 人 異 13,000 本22.000 人 90.000

産値木工多事 - 般 G: 宅農 家 尾 篭 100 声30 戸 17,500

(∈玉∈宅公･a更科から)
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4- 5 地元組歳から見たセンタ

ー組最のあ り方

セ ンター綾織の形態 としては .

①公営企業方式 ,②第 3セ ンター

方式 に大別で きるが ,後者は更に

①所謂公社方式 (民法上の法人 )

と㊥会社方式 (商法上の法人 )に

分 け られ る○ こ ゝでは ,最 も一般

的75:公社及 び会社方式 について検

討 してみるo

そこで ,ニ ュ-タ ウン全体 としてみ ると ,セ ンターの良否は ,二 三-タウン全

終 に影響す るので ,セ ンタ-の開発 は ,十分計画的に行をわれ ,その電設 ･管理

におい て も,企業活動 について も ,ある麿度の公的 コン トロール を加 え得 ること

が必要で ある○ その よ うな開発主体 を深用 しそい限 り ,底力的で ,吸引力があり.

かつ調和の とれT=セ ンターづ くりは行なわれをいだ ろ う｡

一方 ,地元姐鞍か らみT=場合 には ,まず ,①地元組織の指導 ,育成強化 に十分

寄与 して くれ る組織岸であ るこ と ②仕事の受注が比薮的容易であ り,かつ ,仕

事量が安定的 ,永続的で あるこ と ,⑦発注先 として ,安全 を経営拝で あることな

どが挙 げ られ る○ そこで ,これ らの条件をふまえT:上で両者 を比較 してみ ると ,

公社方式 とす ることが無難の よ うに患われ る｡

公 社 方 式 と会 社 方 式 の 比 較 表

､､ -､ ＼ 公 社 A 社

日 的 公益性が強く,収益事票は資金凄得の手段としてできる. 営利が三 呂的

出~聾者及び資金 市 ,公愚 ,北農協 ,歩行等の寄附1JT-7為及 左蘭の外に ,地権者 .｢没庄蓋の出

詔違 ぴ信用保証によろ肩甲資金の昏入れが可請 資による肩甲資金の充当

寒 若 者の確 宋 市,公面 ,北農協 ,表行等の戟真の出向 左胡哉員の出向は函襲
が可能 ,人事のC=-チ-シヨ ンが可能 1退寮戟鼻の充当その他LCよる

運 営 推 進 力 姐戒の運営に渡れているので,広範だ軍票について重力(.r准iE力をもつ 単独専業範囲では,毒力ri'推進カセもつ
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計 画 開 発 準自治休として ,自治休の戯能を分包できろ 他の民間会社に対する競制は菌禁

調 整 債 能 自治体の調整機能を分担 全体に対する謁慈力に乏L,-い

経 営 参 加 主として公的磯的のみ ,詑力に応じて可能 能力に応じて可能

出 店 .雇 用 可 能 可 能

利 益 百己 分 fL L 差額莫溝に応じてある

次に ,公社方式によるセ ンター組織の大まかを構想を描いてみると概ね次の よ

うな もの と在るで あろうO

公社方式によ るセンター絶歳案

1 名 称 財団法人 港北 シビィックセ ンター (仮称 )

2 参 加 者 地元組織 日本住宅公琵 横浜市

(地元地権者の参加形態は ,地元組韻を通じて参加す る形式 と

なる )

3 事業内容

① 公共施設の整備管理等の受託業務

② 用地の取得 ,造成 ,管理 ,処分及びその受託業務

⑦ 住宅及び各彊施設の取得 .置設 ,管理 ,賃貸 ,処分及びその受託業務

④ 住宅 ,商業施設の粟境整備 に関す る啓発 ,指導業務

⑨ その他上記に関重 し ,又は附帯す る業務

4 そ の 他
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g/式 と

5 あ と が き

この部会の研究課題である｢工事期間中の生活対策 ｣は ,急を要す る問題であ

ら,かつ ,その方策は実零容易を ものでか ナ九はな ら覆いだけに ,かな り襲 Lh

命題であ る｡ まT:･その 方策 について如何 に精敏 を ものを謹言 LT=として も,

それを実現する側において

o当事者が ,自分 自身の問題 として認識す る｡

o 当事者が ,その方策-の十分を意欲 を もっているo

o 当事者が ,十分な協調性を もっている｡

の三つの条件が満 T=されない限 り,その実現はおばつか75:いと思われ る｡

こゝで とり上げTこ｢工事期間中の生汚対策 ｣としては ,大まかに分けると次の

とお りである○

① 造成工事関係への就労

② 公置 ,街路着用苗木の育成栽培

⑦ 地元組織の設立による就業

これ らの方策実現のT:めの今後の手順 ,あるいは ,今後の課題 について若干ふ

れてみT:ho

①については .と りあえず ,地区別に工事就労希望者の リス トアップと地元及

び関係機関に相談窓 口を設置す ることが必要 と患われ る｡窓口設置については ,

地元 (対策協 =生面対策委員会 )と市 .公団 ,関係業者間で細部について協議す

る必要が3)る｡

②については ･希望者の リス トアップと個人別栽培可能面積の抽出 と同時に ,

公団 〔又は市 )一農協 (又は生産者団体 )-農家 とい うレ-ル 舌敷 く必要があ る

と思われ るので ,地元 (対策塩 =農等対策委員会 )と公田 ,農協 ,市 (緑政局 )

の闇で協議 し ,必要な受入f'L体制 を整 え ,さ らに ,数量 単価等の面につい て も協

議してお くことが必要であるC

･⑦ については ,地元患範の設立に意欲的75:同志 を蔓 ることが先決であ り,その

[=め ,対策塩 を通じて各地権者-の呼びかけが必要で あるO有志が集っT:段腎で

その意向に より,一つの造韻 とす るか .あるレりま複数の鑑識 とす るかが決 め られ

この染野で ｢00会社設立準麻委員会 ｣の ようを形の ものを設置 し,その中で参
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画者の意向や特技等 によって ,業務内容をどうす るか ,株式会社 とす るか ,有限

会社 とす るかが検討 され ,その業務内容や蔑嘆の決定によって ,資本金の顎 をど

の膏度 とす るかが決ってくる｡

従 って ,会社設立への退居 は ,一般的を会社設立の過冠 と同じであることか ら.

この部会では ,実在す る組織の紹介 と組織の ヒナ型昔示すにとどめ ,組織化への

具棒的な通達の検討は .,組織-の参画希望者によって組綴す る前述の ｢○○会社

設立準備委員会 ｣の ようをところで検討す ることが望ましい.と考 えるd

以上 ,今後の進め方について簡単にまとめてみT:が ,要す るに転業問題 にしろ .

工事期間中のこれ らの方策 に して も,一番大切なことは ,当事者の取 り組み方の問

題であ り,一人一人が自分 自身の問題 として憲/欲的に事に立 ち向って行 く姿勢が

必要である○

造成工事着手を間近 にひか えT=現時点に立ってみると ,ここで達吉 LT:方策が

決 して十分75:ものではなtnけれど も,可及的すみやかに .これ らの方策の具捧化

へ歩を進めることが必要 と患われ るo
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〔資 料 〕

1 泉 北 興 業 株 式 会 社 設 立 趣 意 書

大阪府が計画実施中の貰 北丘陵開発事業は ,その計画面積 1520ha,居住人口.

18万人 とい う鼓が国屈指の広大を もので あ り,由係す る地元住民 も32部落 250)

名に及んでお ります○既 に用地の買収 も殆 んど完了 し,今後置設工事は急速に進

展す るもの と思われます｡

この理想的近代都市建設に伴い ,地元専業農家 660戸の うち ,農耕地のa)%以

上を失い ,転職 を余儀をくせ られ る農家は 300戸 に遷 してお ります｡ このことに

ついては大阪府におかれて も又地元堺市 において も ,特 に留意せ られ ニ ュータウ

ン内店舗の優先分議を初め就職の斡旋等 について ,荏 々卸配慮を賜ってい るとこ

ろであ りますが ･白か ら制約 ,限界が あ り.離農者の大半は ,今後における生宿

再軍に苦慮hT=している実情で あ ります｡

このことに鑑み ,有志相寄 りこれ等離農者 を対象 とす る職場確保の一環 とし,

且つは泉北 ニ ュータウンの定設並びに管理運営の円滑 75:推進 に寄与す ることを目

的とし,ここに泉北興業株式会社を設立致 しま LT=｡

願わ くば大方の御理解 と御支援を賜 ります よう切望す る次第でありますO

昭和 46年 4月 1日

堺市豊田 737番地

泉 北 興 業 株 式 会 社

代表取締役 樋 川 好 堆

電話 0722 97- 3103
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定 款

第 1章 絵 則

第 1粂 (商 号 )

当会社は ,泉北興業株式会社 と称す る0

第 2条 (目 的 )

当会社 は ,大阪府の施行す る泉北丘陵開発事業に醒責す る次の事業を営むこと

を目的 とす るo

l. 公園緑地等の維持管理

2. ビル内外の管理清掃

3 植木等の育成並びに造園工事

4 店舗娯楽施設等の運営並びに預託管理

5. その他環境整備に関す る事業
■

第 3条 (本店の所在地 )

当会社は ,本店を堺市に置 く〇

第 4条 (公告の方法 )

当会社の公告は ,大阪市 において発行す る産業経済新聞に掲載す る○

票 2章 珠 丸

第 5条 (発行す る株式の総数及 び株主の新株引受権 )

当会社の発行する株式の絵数は ,24000株 とし,その株式はすべて額面株式

とす る0

2 当会社の株主は ,新株 について引受権を有す る〇

第 6条 (額面株式 1株の金額 )

当会社の発行す る頚面簾式 1策の金管は ,金 500円 とす る0

第 7条 (簾 券 )

当会社の株券はすへて記名式 とし･1株券 ,;10株券 J100株券及び 500株券の

匹毒 とす る｡

票 8粂 (株券不所芹 の牢tEj)

抹主が その株式 につ き沫券 の所持を欲 したいきV?宇出を丁 るときは ,売出書に

株券を添 えて泰出 したければ'ならたい0
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T:T:'し,新T二に発行され る株式につ き株券の所持を欲 しをい旨を申出る場合に

は株券の添附を要 し覆い〇

第 9条 (株式譲渡の制限 )

当会社の株式を譲渡するときは ,取締役会の季語を受けか ナ九は75らをhO

第 10条 (名義書換 )

当会社の株式につき名義書換を請求す るには ,請求書に株券を添 えて提出 し浸

ければそらをho

T二だ し,譲渡以外の事由により株式の名義書換 を請求す るには ,株券のほかに

その原因を証す る書面 を浸出 しをければ75:らないO

第11条 (質権の登録及び信託財産の表示 )

当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには ,請求書に

当事者が署名又は記名押印 し,これ に株券を添 えて提出 し7tければそらをい｡

その登録又は表示の抹消について も同様 とす る｡

第 は条 (株券の再発行 )

株券の分割 ,併合 ,再演等の事由により株券の再発行を請求するには ,講求菩

に署名又は記名押印 し,これに株券を添えて捷出 しをけ九はな らをい｡

2 株券の喪失によりその再発行を請求す るには ,請求書に署名又は記名押印 し

これに除権判決の正本又は謄本を添 えて提出 し75:ければをらをい｡

3 株券の不所持の申出をLT=株主が株券の発行又は返還を請求す るには ,その

旨の請求書を提出 しか すれば7tら7tい｡

第B条 (手 数 料 )

前三条に定める請求をす る場合には ,当会社所定の手数料を支払わか すればを

ら夜い｡

票は条 (株主名簿の閉鎖 )

当会社は .-毎決算期の翌日か ら定時株主絵会の終結の日迄株主名簿の記載の変

更を停止する｡

2 前項の場合のほか ,抹三又は質権者として権利を行使すへき音を確定す るT:

め必要があるときは ,取第後会の決議により株主名簿の記載の変更 を停止 し,

又は基準日を定めることがで きるO この湯合には ,その期間又は基準日を 2週

間前に公告す るものとす る0
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第15粂 (株主の住所等のJF=[=出 )

当会社の株主及び登録 されT:質権者又はその法定代理人苦 くは代表者は ,当会

社の定める書式により,その氏名 ,住所及びED鑑を当会杜 に届出か すればそら

ない｡

届出事項に変更を生 じT二時 も,その事琴につ き同様 とする〇

第 3章 株 主 総 会

第16条 (株主絵会の招集 )

当会社の定時株主絵会は毎決算期の翌日か ら二 カ月以内に招集 し,臨時株主絵

会はその必要がある場合に随時これを招集す る〇

第17条 (暮 長 )

株主絵会の議長は社長がこれ に当るo

社長に事故あるときは ,他の取締役がこれに当 り,取締役の全員に事故がある

ときは出荷株主中か ら選任された者がこれに代 る0

第18条 (決 議 )

株主絵会の決議は出席 しT=株主の議決権の過半数をもって決す るo

T=T:'し,法令の定めによるべ き場合はこの限 りでないO

.票 4章 取締役 ,監査役及び取締役会

第19条 (取締役及び監査役の負数 )

当会社の取締役は 3名 以上 7名 以内 .監査役は 1名以上 3名以内とす るO

第23条 (取績役の選庄 )

当会社の取締役は ,株主絵会において発行済株式総数の 3分の 1以上に当る株

式を有す る簾主が出席 し ,その議決権の過半数の決議によって選任する｡

2 取篇役の選任決議につtn･ては ,異覆投票 に王ら夜tnもの とするo

T二だ し,発行済株式総数の 4分の 1以上に当る株式を膏する株主の請求があっ

T=ときはこの限 t)でなhc

票21条 (取締役及び監空役の定男 )

取荷役の∈期は 2年 ,覧萱役の告期は 1年 とするo

T=[='し,任期竿の最終決算芸 に禦す る定時株三絵会が定男満了前に終結すると
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さは ,その終結 により庄鄭 ま満了す るものとし,任期中の最終決算掛 こ関する

定時株主総会が任期満了後 に終結す るときは ,その終結の ときまで任期を伸長

す る0

2 補欠又は増具により選任 され T=取締役又は監査役の庄軌 ま,他の取締役又は

監査役の任期の残存期間と同一 とす る｡

第22条 (役員の欠員 )

取締役又は監査役中に欠員が生 じT:ときは ,法定の真数 を欠かをい限 りその補

欠選任を延期 し又は行 をわを くて もよい｡

票23条 (取締役会の招集 )

取締役会は ,代表取締役社長が これを招集す る もの とし,その通知は ,各取策

役に対 し会日の 3日前に発す るもの とす る｡

2 取締役全員の同意 あ りT:るときは ,招集の通知を省略 して取締役会を開 くこ

とがで きる〇

第24条 (代表取締役 )

当会社を代表すべ き取締役又はその共同代表の定めは ,取耗役会の決議により

これを定める0

2 代表取締役の中 1名は社長 とす る｡

第25条 (業務執行 )

当会社 には社長 1名のはか ,専務取締役及び常務取締役若干名を置 き ,取締役

会の決議により取締役の中か らこれ を選任す る｡

2 社長は当会社の業務を統轄 し,専務取締役は社長を補佐 してその業務 を執行

し,常務取締役 は社長 を禰佐 してその業務を分掌す る｡

3 社長に事故あるときは ,予め取第役会の定める噸序 に従い ,専務取締役又は

常務取宗役が社長の畷務を代行す る｡

票 5童 計 算

第26条 (営業年度 )

当会社の掌業年度は牢 l期 とし,毎年 4月 lEjか ら翌年 3月 31E3まで とす る0

第㌘条 (利益金の処分 )

毎決算期の耗利益金 に前期繰越金を加 えf=ものを もって未処分利益金 とし,こ
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.

.

.

t
.

九を次の通 り処分す るもの とする0

1 法定利益準備金 金銭 による利益配当蟹の 100分の10以上

1 別 途 積 立 金 若干

1 株 主 配 当 金 若干

1 役_員 賞 与 金 若干

1 後 期 繰 越 金 若干

第28条 (利益膏己当 )

利益配当金は ,毎決算期における株主名簿に記載されT:株主又は質権者に配当

する〇

第 6章 附 則

第29条 (設立に際 して発行す る株式 )

当会社の設立に際 して発行す る株式の絵数は 6000 株 とし,すべて額面株式

とする〇

第30条 (設立に際 しての株式発行価額 )

当会社の設立に際 しての株式発行価額は ,1抹金 500円とす る｡

第31条 (最初の営業年度 )

当会社の票 1期営業年度は ,当会社設立の 日か ら昭和 47年 3月 31日まで と

す る｡

第32条 (最初の取締役の任期 )

当会社の最初の取締役の庄期は ,1年 とするo

T二だ し,庄期の短縮及び任期の伸長については ,第21条第 1項に1:'し書きを準

用するo
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〔資 料 〕

2 昭和 48年度緑化用苗木増殖事業委託要領 (横浜市 )

(巨 的 )

第 1条 この要領 は市内の緑化 を促進す るT=めに必要を一定規格の苗木 を大量に

確保す るとともに ,農家経済の安定 に資す ることを目的 とす る｡

(委託内容 )

第 2条 前条の巨的を違す るT:め ,苗木の導入および栽培 に関す る一切の管理を

委託す るo TIT:'し,義盛管理基準 については両者が協議の うえ別に定める.

(委託先 )

第 3条 農業専用地域内に .植木は場の.設置 が可能 を農業協同追含まT=は市長が

適当 と認め る生産者団体 とす る｡

(契約期間 )

第 4条 委託契約 は3カ年 とす る｡

(報告 )

第 5条 市長は必要に応 じ生産状況報告書を徴す ることができる｡

(委託料 )

第 6条 市長は予算の範百円で委託料 を支払 うもの とす る｡

(その他 )

第 7条 この要蘭 に定めない事項については .市長が別に定める｡

苗 木 の 購 入 お よび 栽 培 管 理 基 準

1 趣 旨

苗木の生育を良好にして適正を規格品の生産 を行な うT=め ,苗木の購入およ

び栽葺管理に関す る基準を設けることとす る0

2･ 苗木の構入

苗木の靖人にあT=っては ,次の各号に該当す る番毒 を選定す るもの とす るO

(1) 市内の環境 に順応 しやすいこ と〇

(2) 生育旺盛で繁殖が容易で あること｡
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(3) 癌着が容易であること

(4) 公害 に強い愚雇であること○

(5) 耐病性 ,耐虫性の あることo

(6) 市民の木を加えること0

3 候補 樹種 と植栽間隔

植栽間隔

04m X O4m ツ ノジ , トベ ラ ,シ ャ リン/ヾ イ

06m X 0.4m ツバ 与 ,サ ザ ンカ ,イチ ョウ

-ト m X O6m サ ンゴジ こ ,シ ラカ シ

l m X 1 m シィ ,ケ ヤ与 ,ア ンズ

4 栽培管理

受託者 は ,栽堵基準にのっとり,均一苗の育成をはかるT:め ,次 に掲げ る管

理を行な うものとす る○

(1) 病害虫防除

(2) 適時濁水

(3) 施肥

(4) 中耕除草
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〔資 料 〕

3 一 般 建 設 業 の 許 可 基 準 抄 (建 設 業 法 )

第7条 置設大臣又は都道府県知事は,許可を受けようとする者が次に掲げる

基準に適合していると認めるときでなければ,許可をしては走らをい｡

1 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員,取締役又はこれ

に準ずる者をいう｡以下同じo)のうち常勤であるものの1人が,個人である

場合においてはその者又はその支配人のうち1人が次のいずれかに該当する者

であることo

イ 許可管受けようとする建設業に閑し5年以上経営業務の管理責任者としての

経験を有する者

口 楚設大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定LT:者

2 その営業所Cとに,次のいずれかに該当する者で専任のものを置くものであ

ること○

イ 許可を受けi:うとする震設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学

校を卒業しrこ後5年以上又は同法による大学を卒業した後3年以上の実務の経

験を有するもので在学 中 に建 設省 令 で定 め る学 科 を惨 めT:もの｡

ロ 許 可 を受 け よ うとす る鷲 設業･に係 る震 設 工 事 に 関 し十 年 以 上 の 実 務 の運 験 を

有 す る者

ハ 置 設 大 臣が イ又 は ロに掲 げ る者 と同等 以 上 の 知 語 及 び技 術 又は 技 能 を有 す る

もの と認定 LT=者

3 法人 で あ る場合 においては当該法人又 は その 役 員 若 しくは政 令 で 定 め る使 用

人 が ,個人 で あ る場合 におい ては その昔 又 は 政 令 で 定 め る使 用 人 が ,請 負 契約

4 請 負契約 を履 行す るに足 りる財 産 的基 礎 又 は金 銭 的信 用 を有 しない こ とが 明

らか 75:者で をVTlこ と｡
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〔資料 〕

4 横 浜 市 工 事 請 負 等 入 札 参 加 資 格 (48年度)

1 対象者

(1) 工事請負業者 (置物の解捧業者及び共同企業件 を含む )

(2) 設計業者

(3) 測量業者

(4) 地質調査業者

(5) 船舶 ･電車の製造 ,鯵理業者

(6) その他

2 浸出書類及びその部数

提 出 書 類 書S教 摘 要

1工事入札参加資格申請書 1 本籍地の役所で発行するもの2代表者身分証明書 1

3琶設藁退職金共済組合加入証明書 1 加入されている方に限ります

4許可 (登録 )証明書 1 建設業 ,嘗築士事務所 ,測重美等最近 1年間の本市高民税及び固定資産税並びに事業税及び法人税 (個人の場合は所得環 )T=たし 昨年本市に入札参加廟 を提出されていTIい

5代表者印鑑証明書 1

6ー納税証明書 117登記簿詰本 方は ,最近2年間の納亭己証明書を蘇付すること法人の場合に限ろ

8円等調査書 . 3 参加希望票議の記入等畏出証明を添付す ること

9工事 (業務 )逢歴寄 3

10技術者運慶書 1

11営業用磯成語■具 1

12筈営事項等空車諸声 (写 ) ー1

13財茅諸芸及び蓮掌事項暮雪亭請書 11 (1)法人の尊台～直前2年間の決算等の貸啓発照

(12のrIい場合 ) 表 ,泰益計貫首及び剰余金処分計算書@)個人の葛合一直甜2年間の決算時の収支計算

14組合点数男恐 蓑 及び嘗某月耗資本電計算等r設計 ,測量 ,地質詔至業者及び殻躯 .宅享の製造 ,頗械器具設置 ,彦蓮美音は連出しなくて可～入JfIJ及び買約等々代喜入に委芸丁ろ毒含

15受付票 .宅聖カー ド 1

16委隻状 1

17過去2年間にたりF_亨公庁襲名工事等 1 契約署菱示 ..喧し本市以外の官公庁の証明誓
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〔資 料 〕

5 工事請負の指名競争入札に参加することができる著の資格

(横浜市)
制定 昭和46年 5~月26日告示第87号

地方 自治法施行令 (昭和22年政令第16号 )第 167条の 11第 2項の規定によ り,

昭和46年皮 においL7:本市が発注す る工事 (製造を含 む )の請負の誇名競争入札 に

参加す ることが出来 る者の資格 について ,次の とお り定めT二〇

工事の請 負の指名競争入札 に参加す ることがで きる者の資格は ,昭和4時 1月

1日を基準 として ,次に掲げ る事項を縫合的に審査 し ,別表の とお り工事の予定

価格に対応する等級に区分 して定め る｡r二だ し ,特殊 を工事の請負については ,

この限 りで貴い0

1 客観的審査事項

(1) 置設工事の蓬類別年当 り平均完成工事高

(2) 自己資本哲

(3) 窪設業に従事す る佑負の数

(4) 機械器具等の価格の合計額

(5) 流動比率

(6) 自己資本固亨比率

(7) 自己資本回転率

(8) 完成工事高純利益率

(9) 建設業の営業年数

前記の客観的事項の審査 に当T=っては ,建設業法 (昭和24年法律第 100号 )第

27条の 2第 l項の規定に基づき ,置設大臣まT=は都道府県知事が行を う経富に醒

する事項 の審査結果の絵 合数値を課用す る0

2 主観的審査事項

工事C)毒幕別違歴状況及び工事成漠
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1 土 木 工 事

(ll --一般土木 ,橋梁 ,河川工事等

等 予 定 価 格 の 範 緩

A -9000万円以上 .

B 3500万円以上 9000万円未満

C 1000万円以上 35.00万円未満

D 1000万円束帯

等 級 予 定 価 格 の 範 Ei]

A 3000万円以上

B 500万円以上 3000万円未読

2 建 築 工 事

等 級 予 定 価 格 の 範 .留

A 11000万円以上

A 5000万円以上 11000万円束帯

C 1500万円以上 5000万円未満

D 1500■万円未満

3 設 備 工 事

(1) 電気工事

等 親 .予 定 価 値 の 範 歯

■二A 4000万円以上

a 500万円以上 4000万円未満

GZ) 管工事 (給排水 ,衛生 ,暖冷房 )

等 級 予 定 価 篠 の 葡 表

A 4000万円以上

ら 500万円以上 4000万円未満
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〔資 料 〕

6 昭和47年度建設工事入札参加資格審査申請書等の提出について

日 本 住 宅 公 団

1 浸出期間

昭和47年 2月17日(木 )か ら

昭和47年 2月29日 (火 )まで (…曜 ≡ …≡::芸…;……芸141芸三三まで)I

2 謹出場所

本店 (社 )の所在す る都道府県 を業務担当区域 としてい る支所 (地区 )(蓑

1参照へ提出 して くだ さい｡東京地区 ,大阪支所 な ど2支所 (地区 )以上 にお

いて指名を希望す る場合は ,それ らを一再 して本店 (社 )の所在地 を業務担当

区域 としてい る支所 (地区 )へ提出 してhT=だ くこととしますO

をお ,東京地区の堤出場所 は ,九段事務所 および研究 ･学園都市 開発局の 2

か所 としますので ,いずれかの 1か所 に提出 して くだ さいo

提 出 先 支 所 等 一 覧 表

(支 l )

本 店 (社)の 所 ●電 池 票窃過当支所等 支 所 等 所 在 地 畏 出場 所

東京.千葉.神奈川.埼玉.茨城,山梨,東北6県,北海逼 東慕也 東京 支 所 千代田区九段南1-6-17宅話(263)8622(直通 ) 九段事務所(千代田区九頴:化1-14-6)

細 葉 支 所 新 宿 区 篭 雲 83.21,-.;171(価 )

(邑) 区 甫 多 さ 南多さ茄多#町見取17-1470 まT=は研究 .

長野,新潟,栃木,群馬 用 究 局 屯話 (74)血11(代玉 ) 苧蛋都市開発局是空 課
研究 .学蕗都市開発局 茨城県土浦市大字永田991-2屯話 (21)6211〕(代表 )

大坂,京都.滋賓,高井.奈良, 大 阪 支 所 大坂市北区玉江町2-1-3 大 酸 支 所
和歌山.兵鹿,岡山.広島,-鳥取,島鼓 .四包一円 屯詰 (443)5761(代玉 ) 契 約 課

変,3],静岡.岐阜,三重.富山. 名 古 畳 支 所 名古屋市中区栄4-3-26 名古屋支所
石川 宅急 (261)6251(代≡ ) 契 約 課

(巳) 山梨県.巽北6県,北海道,長野県および新潟県下において施行する工事の市名は,公EZlにおいては行
いません｡ この地方における公星の二軍の指名を希望丁ろ場合は,それぞれの道県(庄宅供給公社を含む)
等の担当課で指定する様式を当亥担当課に浸出していT=だきます｡.
砺不県.群馬県下において施行する土木工事以外の工卦こついても同様としま丁｡
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3 浸 出書貢

浸 出書類 は ,置 設省 におい て作成 され Tこ建設 工事入札参加資格 審査 申請書 様

式 (以下 ｢建 設省統 一様 式 ｣といい ます○ )お よび 当公 武所 定の様式 (以下 ｢

公 田様 式 ｣といいます｡ )と し (蓑 2)の とお りと します0

75:お ,昭和 46年度 にお いて当公団 に萱鐙 してい る方で昭和47年 匠継続 して登

録 を希望す る方 (以下 ｢継続筆者希 望 者 ｣といい ますO )と昭和46年度 当公 団

に登録 してい 75かっT=方で 希望する方 (以下 ｢新規萱

藻 希望者 ｣とい います｡ )の 浸 出書類 の様 式 数 が違 い ますので (麦2)を参照

して くだ さいO

(表2) 提 出 書 類 一 覧 表

様 式 名 希 臓 希望者 新頭蓋藻希望者

富設省統一様式1 電設工事入札参加資格審査申請書 (⊃ (⊃

〟 2 登 藻 証明雷 (発行官公署の様式 ) ○

〝 3 代表者身元証明書 ( 〟 ) ○

〝 4 営業所 一覧 菱 (⊃

" 5 工事経歴 書 (⊃

〝 6 納 税 証 明書 ( 〟 ) (⊃

〝 7 主要取引金森機関名 ○

N 8 経営事項審査申請書の写 (⊃

~公 転 様 式 1 喜設芸者登録用カ-ド ○ (⊃

// 2 受 付 票 (A .B) ○ ■ ○

(庄) 1.継統監藻希望者には ,昭和47年度において声名希望支所(地区 )および指名希望工事喜別を
追加する場合も含みます｡

2.建設省統一様式3は ,個人企業の万のみ提出してください｡

4 浸 出部 数

各様式 の提 出部数 は (菱 3)の とお りとし .2支所 (地 区 )以上 におい て指

名 を希望す る場 合 は ,各支所 (地区 )- の 提出部 数 の合 計 と しますo

(菱3) 支所 等 別 浸出部 数一 覧表

(己) 東京地区の1支所(太認 ･扇 )に.I-Jいて芳名を希望丁ろ湯合でも,貫京地区におけ三塁

設省統一壕弐および葦讃美考量真勇7=- ドの浸出認教は3罰としま丁っ
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第 4 部 会

農 的 土 地~利 用



日 次

1 ま え が き

2 換地後 の空間地 (農的 )利用形態

3 農 的 土 地 利 用 の 要 件

4 緑 の セ ン タ ー 構-想

5 あ と が き
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1 ま え が き

公団施行区域 内におけ る換地後の民有地が ,都市繊維を完備 LT=ニ L-タウン

完成 までの進行通産ですべ ての土地が直 ちに匡薬的卑設刺創 こ結びつ くとは考え

られず ,農家の土地への執着は価幣価値 としての土地評価以前の ものであlり,長

い年月の生活の糧 として横猿tJlものが ある｡ LT:かって ,段階的解消 をT:とるも

の として も保有護持が可能を限 り相当男間 ,空間地 として残存され ることが .十

分予測され る○

本部会 としては ,空間地利用の うち ,農 的利用 を検討課題 として ,公団施行区

域内については.,土地の資産的価値 を附加せず ,挙に反用 目的のみなとちえ ー最

終 日岸を連休地の防止に置き ,暫定農業継続志向農家の対応 と共 に農的生産の場

だけに限定せず ,自然環琴の維持 ,都市住民の レク リ二二シ ョン及び緊急事態発

生時の避難空間 としての后用舌 も含 め検討奇行っT=o
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2 換地後 の空間地 (農 的 )利用形態

笹築施設用地以外の空間地利用計画の把握は ,そのほとんどが民間所有地であ

るT=め ,これ らの将来利用計画 は常に不安定であり,計画の的確を把握 をEij軌 こ

してい るpo Lか しそが ら･昭和48年度調査 ｢住 宅 土地利 用 等 に関す る意向調査｣

によれば換地後の農的利用は地区内農家の 17%が希望を示 し5年以上の利用予定

も200件 を超えてい る｡ (別表 ) 従 って ,未回答 ,不明等の農家の農的土地利

用の推定戸数は暫定 的利用 として もか75:り高 くたると患われ る0

1 集合換地による農的利用

農業は他産業 と異な り個々の 自立経営農家にi:って構成 され てい るのではを く.

農家の集合体 として部落を形成 し ,そこには必ず相互扶助が行われてい る○ 即 ち

経営は個人で も必ず協同の力で始めて農業が成立 してお り,個々の農家が個正 し.

て農業を営んで釆ていをい｡

従って ,比較的長期にわた り農業継続 をす る場合 には 農地保全の自衛手段 とし

て も,集団農地の確保は必要であ り ,面的連帯 による農家の結びつ きがどうして

も条件 と7tってこようo まTこ農業継続は ,一般換地による点的土地で も不可能で

はをいが ,住宅の谷間農地の場合 ,農業者側か らの耕作 よりむしろ都市側か らの

諸原因による圧迫 (税制 ,薬害 ,虫害等農作業上の必要発生源の苦情 ,作物の盗

難 ,ゴ ミ投棄 ,都市生活者の外面的生盾環境か らの圧迫感等 )により,農業を放

棄せ ざるを得75:い場合が多いT:め ,一定地域の単位面積確保による経営上の 自衛

措置 も生 じて来 る｡

しか し ,区画整理事業の ようを都市施設を完備す る住宅造成の中で ,農用地 と

しての基礎条件をどのように取扱っていくか ,幾つかの問題があると思われ るo

G7) 都市施設 を完備条件 とLT=造成地の中で集合換地を希望す る場合 ,農地を

前理 とLTこ平坦集合用地を確保す ることは難 しい と思われ るので ,住宅用地

としての計画管区の中で ,集合序 として換地せ ざるを得をいと患われ る｡

(/) 集合換地個所への耕土の確保 は ,転難色が毒るので ,換地位置モ造成後 ,.

耕作でき得 る位置 に選定す る必要があるo

Ll=かって ,一定地域 -の-集団でた く ,面商業冠の激甚 も止,I.p得をい と

患われ るO
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また永続の可能性のある位置配置 (公園 ,簾地附近 )の考慮 も必要であるO

集合換地希望者は ,自主的参加を前提 とするが ,単をる資産保持でないの

で ,長期的を農業継続意志の強い農家の人選が望ましく ,脱落者による内部

崩凄防止対策 として .自主的夜農業協定の締結が必要となろうO

印 暫定的農業継続を可託にするT=めには ,都市側の圧追要因を援和させ るT=

め ,税制その他の行政上の配慮を十分検討す る必要がある｡

締 まT=.これ らの農的利用用地を地震 ,火事等の災害時に避難空間として着

用することが考え られ るが ,この場合には ,禄道沿いに設定す るとか ,ある

いは緑道 との接続を考える必要がある0

2 一般換地による利用

職業転換の難 しい中高令者が過渡的に農的形態を存続する方法であら,局囲の

住宅是設状況に応 じ,宅地利用に転換する可能性を持つ従来の経験を生か しT=利

用形態で遊休地防止が主拝である○
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別表

(件)

農 的 利 用 の 覆 巨 ,利 用 予 定 期 間

(住宅土地利用等に関する意向調査より)



3 農 的 土 地∴利 用 の 要 件

換地後における農的土地利用は ,土地区画整理を目途 とLrこ農地の非農地化を

促進する開発計画の中で ,農的横能を生みだナ とい う矛盾面を充分考慮 し,都市

繊維を逆に利用面用を図るTこめ ,開発進行過種の把壇が必要で ある｡

農的利用志向農家構造 も一般パターンとしては ,農外収入+農的利用収入の複

合経営が主流 と患われ る○従って ,肖発計画に即応 したが ら,住民にマ ッチ LT:

環境保全を保ち得る生産緑地的利用に与るクリ-ン夜利用計画が必要とされ ようo

農的利用の茎表的要件として考え られ ることは ,第一に高地価 ,高労賃に耐え得

る生面設計の中での農的土地利用であること(他収入十農的生産収入 ).第二に

都市に立地す る利点を十分に生かすこと(即売 .市場 .作物選定 ),第三 に都市機

能と調和す ること (クリーンな農業生産 ,都市庄｢民との交流 ),これ らの要件を

絵合的に満T:し得 る経営は非常 に困難 と思われ るが ,環境採全の観点か ら生産緑

地的利用方向としては次の分鞍が考えられ る○

(1) 農産物生産型

軟弱野菜又は露地花物

(2) 線化生産型

(植木 ,花木 ,盆栽 )+造園業

(3) レジャー農業型

貸農園 ,生産物販売
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レジ ャー農 業の タイプの選 び方 目安

lFJlllllll タ イ プ 資 金 労 力 ー 具 捧 例

多 い 少 い 多 い 少 い

み せ る ○ O. 植物園 ,花き園

宗 ら せ ろ

皇7iL辛 1シーズンだ け ○ ⊂) いも梱 り,イチゴ狩 り年 間通.じ ○ ○ 花畑 ,ハウス栽堵

自 然 の も の ○ ○ シイタケ狩 り ,山菜狩 り

土 地 を 貸 す ○ ○ 貸農園 ,貸野菜園 ,貸黒歳園

買 わ せ る ○ ○ バーベキュー

＼ レジ ャー農 園の種類 別収入源

鍾 厚 人 馬 科 販 売 代 -金 食堂利用 賃 貸 料 そ の 他

果実 もぎとり ◎人面科 ◎果実△鉢値果実△土 産品 △軽食その他 △釣堀 J△果実の贈物

イチゴ狩 り ◎入園料 ◎ イチゴ△算塩イチゴ △ ミル ク

い も漏 り ◎入園料◎面顎 ,操当料金 ◎いも △ふかしいも

貸 農 園 ◎種苗肥料農薬 ◎土地賃料 l△野菜販売

観光遣物(花 .覇護国 ) ◎入鹿科 ◎花 .笥葉植物 ,苗木△土産品 ,肩飲料 ,票子 △軽食その他 △責鉢 △ダフ喝

義 光牧等(馬場 ) ◎入園料 ◎考産物△飲物 ,美子 △亀食△待却全 ,◎乗馬粁金 △ ;?I-這si-.ソ

シイタケ狩 り ◎大百科 ◎ シイタケ-△飲物 ◎シイタケ食

山 菜 狩 り ◎人面科 ◎山菜真

◎収入源の中心 △ときには収入雷と/Zろ
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県 下 の レ ジ ャ ー 農 園

＼ レ ン タ ル農 園 も ぎ と り 甘藷,落花生踊りとり 観 光 花井 園 芸みかん 梨 ぶどう その他

横 浜 5 9 (9) 2 (2) 1(1) 1(6)

川 崎 2 6(248) 1(花)

横 須 賀 1(10)

清 1 (1)

藤 沢 1 (3) 2(12)

茅 ヶ 崎 2 (2)

･平 .零 -1 (9)

粟 野 1.(1)

相 模 原 5 i(23) 1(13) 2(27) 1

厚 木 1 2 3 1

海 老 名 1 .(4)

* # 1 1

座 間 1 1

8} 努 原 1 5

要 一 川 2 (4)

小 田 原 2 (2)

湯 河 原 5(28)

中 井 1

松 田. 2 (2)

山 北 1 (1)

鴛 損 2 (2)

昇 竜 1 (2)

城 山 1 (7)

( )はgg係農家戸数

県農業会議 ,県展垂園芸課調査による

-95-



4 最 の セ ン タ ー 構 想

ニュータウン地域内における農業地域並びに公団施行区域内民有空間地の土地

利用形態を計画的に指導規制を行い ,まT=,市街地 と農業及び空閑地利用 との調

和を図 るT=め ,住居 ,緑地空間の調整積託を持T=せるOまT=,ニュータウン完成

後には ,都市農業の育成 と共に ,新旧住民のコミュニティー ･センターとしての

役割 を兼ね合せT=農業公園的センターの設置が望ま しい｡ その機能 としては

農家対応として く

1_ 農業専用地区内

(1)緑の確保 (2)蔀市農業の確立 (3)計画的農業生産

2. 区画整理地区内

(1) 土地利用の指導

3. 農業専用適区内及び区画整理地区内

(1) 生産物販売及び流通合理化などの推進指導

(2) 労力不足による農作業の受託あっせん

(3) 各毒情報収集 ,研鯵 ,相談

(主民対応として

(I) 緑の広場開放

(2) 朝市バザール農産物即売

:3) 農具資料館

(4) 園芸相談等

'住民広場的着用を図 ると共に指導的磯託を持っT=もの とするO

なお ,当センターは ,対住民の指導的場詑要素が強く民間資本による企業的産

誉又は独立采算運営としての運営は ,繋 Lt̂ と患われ るので ,行政嶺閑により行

モわれ ることが望ましho
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5 あ と が き

空間地 における暫定的農的土地利用については ,ニ ュ-タウン置設過程 (公団施

行地区内 )の中で ,農的土地利用 をめぐり,住宅用地等他用途 との競合 ,資産保

持傾向の拡大 ,農業所得の停滞 ,拡大不能な経営規模 ,ー労働力の減少等 の諸問題

をかかえ ることは充分予ArJされ る｡

このT=め非農的土地利用の諸 要素 との競合 に対処 し,農的利用の健全を る展BS･

膏図 るT=め ,計画的区分利用 を確立す る必要があろ う○ これを実現 可能にす るに

は ,仮換地指定前に土地利用を明確化 してお く必要があり,今後の早急を検討課

題 として残 されてい るO

まT=,農 的土地利用の設定に関達 し,具体的を問題点 としては ,

1 農的土地利用の基本構想の策定

(1) 生産基盤並びに生産体系の確 立

(2) 計画的土地利用 におけ る農 業協定

(3) 都市環境 と調和す る個別利用指標の策定

(4) 対住民-の生産物流通体制

(5) 税制-の対応 .

2 線のセンター

(1) 用地 .予定位置

(2) 規 模

(3) 資 金

(4) 運営 ,経営形態

(5) 離農 (生活対策 )との関連

(6) 農等 ,調整地域 との位置づけ

以上の問題点については ,今後 ,農業対策委員会 に~おいて具拝的検討を して行

く必要があろうo i
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1 ま え が き

港北ニ ュータウンの設計理念の一つに〝緑豊か75:まちづ くり/を掲げ ,実際 .

港北地区の環況特性 として ,雑木林のはかに ,立派75:屋敷林が集落地を中心に多

数散在 している｡

環豊かをまちづ くりの達成 ,これ らの貴重を屋敷林のあっかいについて地元並

びに横浜北農協 ,横浜而及び日本住宅公団等関係者により組織されてい る｢港北

ニュータウン震設研究会の第 5部会 ｣においてそれぞれの立場か らの意見交換 を

行たい問題点の整理及 び処理方針 につLOての方向づけを行 うことを目的 とLT=｡

なお ,当研究会は晒和 48年 8月か ら翌年 3月までの間数回の会議を もち ,具

拝的な土地利用形態の分析に関す る貴重を協議が行われに○

今後 に残 されT=課題 として ,民有地で屋敷林を保全す る場合の条件 ,対応策等

を具捧的に検討することが必要で ある｡

-100-



2 港 北 ニ ュー タ ウンの設 計 理 念

港北地区の設計作業にあT:ら,開床者 (地元 .市 ,公団等 )間での討議にエー

どのようを街を望むか｡期待す るか等 について意見交換 を行い ,設計理念の設表

を行をっT=○

設計理念は .①緑豊かな街 ,②安全な街 ,③便利を街 ,以上の 3項胃にまとあ

ることができるo

G) 緑豊かな黄

緑豊か7E街づくりの具体的な方法は ,従来の公園緑地のほかに ,集合住宅地.

独立住宅地の一部で造成設計上現況地形 ,現況植生の簾存をはか ることである｡

公園緑地は横浜市 ,集合住宅地は住宅公団 ,独立住宅地は地元権利者 ,以上,

地元 ,市 ,公田の三者が一休 に在ってはじめて ,緑豊かを街づ くりの目榛が葺月

できるo

又 .造成面について も現存す る樹木の活用 ,.実生か らの育成 により,積極的7

緑化対策の推進が必要である｡
L

(参 安全を街

歩行者専用道路を計画 し,人 と車の分敵をはか り,安全 ,快的に通勤 ,通学

買物等がで きるよう設計す るo

幹線道路に営まれT=各住区は .不必要を通過交通が発生 しをい ような区画街B

の配軍 とし,自動車公署か ら人 を守 る設計 とす る○

⑦ 便利を街

横浜北部の副都心 としての広域センターを計画 し,地区内で都心性のサーピ.

が得 られ る街 とす るo

そのはかに ,第一次の利便施設 を中心に ,駅前センター ,近隣センターを適コ

配置する｡

駅-の徒歩圏人口を最大 にする駅配置 とし,徒歩圏外のバスサービスを充実.

せ る計画 とす る○
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3 公園緑地での植生保存

公園は①絵合公園 ,②近隣公園 ,⑦児童公園の 3段階構成 とし,誘致距離 ,自

然地形 ,自然植生等を考慮 して配置 しT=○ それ ぞれの公園の性格規定 に もとづき･

運動場スペース ,緑化スペ-スの区分 を行ってい る○

総合公園 (1カ所 1 182ha) は ,タウンセンターに隣接 LTこ位置にあ り,也

形条件 ,植生条件 ともにす ぐれてお り,レク りニーシ ョンを中心 とLT=地域の拠

点としての条件を もっている｡

基本的には自然公園 としての性格 をもf:せ .一部の造成面 (盛土 )に運動スペ

ースを計画す る以外は現況地形 ,現況植生菅栄存す る設計 とす るo

近隣公園 (18カ所 - 583ha) は ,現況地形 ,植生 を尊重 ,原則 として 各住区

に配置 してLTる｡基本的には運動スペースと緑化 スペースをそれぞれ約50% とし,

豊かを緑 に茜まれT:運動公園.的を性格を もTこせ る○又一部の近隣公園は文化財の

保存をはか り自然公園 として計画 しているo緑化スペースのほ とん どは現況地形

現況植生を保存する設計 とす るo

児童公園 (54カ所 - 112ha) は誘致距離 を尊重 して配置 し,基本的には児童

の運動スペースとしての性格であ り,ほとんどが造成面として平坦地の設計とする｡

緑地 (12.3ha) は比較的ゆるやかを造成法面であ り,薗蕗 .サイクt)ングロー

ド以外は環況植生の移植 ,実生か らの育成により緑化をはか る｡

面 甲 血 現況保存面額(a 満 更

冶 合 公 園 18.2ha 約 15.Oha 03/也)×■100〟′′ノ′ 82弟

近 酔 公 園 58.3 〝 34.5 59

児 童 公 房 ∫ll.2 〝 0.5 4

緑 地 12.3 0 0
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4 集合住 宅地 での植生保存

集合住宅用地は ･人口密度か ら考 えで容硬率はおおむね 70-80% ,場所 によ

っては 100%程度に7tる もの と思われ るO容積率83%とすれば ,中層 5階建の住

宅では建ペイ率は 16% ,高層 11-14階穿 ,さらに20階蔓のようを住宅を併用す

れば窪ペイ率は 5- 6%窟度に75:るわけで ,一般 に大巾を空地が確保され るO

この ようなことか ら,自然地形 ,自然称生をで きるだけ保存す る趣旨か ら,自

然法面 を含む形で造成 を行い ･局辺の土地 に対す る日照条件等を配慮 して置物配

置計画を行 うことが可能となるo

集合住宅用地内の空地 に ,自然地形 ,自然植生 を確 保す ることにより,居住環

境や景観 に好 ま しい変化 をもT:せ ,調和 されT=空間構成 を考えるべ きであろう｡

この集合住宅用地内に確保 され る自然地形 ,自然植生が保存され る部分の面積

は ･おおよそその15-20% 程度約 25ha前後に在ると予想 され る｡

5 今 後 の 問 題 点

① 独立住宅円の 自然地形 ,植生の保存のあっかい方

② 屋敷杯保存予定地の環地踏査及び現権利者 との話 し合いについてO
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